
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ラオ事

ＪＲ

12-007

ラオス人民民主共和国 

母子保健統合サービス強化プロジェクト 

中間レビュー調査報告書 

ラオス事務所 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2012年）  

平成 24 年 11 月 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ラオス人民民主共和国 

母子保健統合サービス強化プロジェクト 

中間レビュー調査報告書 

ラオス事務所 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2012年）  

平成 24 年 11 月 



 

 

序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ラオス人民民主共和国政府との討議議事録（R/D）に基づき、技

術協力プロジェクト「母子保健統合サービス強化プロジェクト」を2010年5月から5年間の計画で

実施してきた。 

今般、協力期間の中間地点を迎えたことから、これまでの成果を確認し、今後のプロジェクト

実施の方向性と提言・教訓を得ることを目的として、2012年10月1日から10月24日まで、中間レビ

ュー調査を実施した。 

本プロジェクトは、南部4県（チャンパサック県、サラワン県、セコン県、アタプー県）を対象

とし、各県保健局にとっては、専門家を受け入れて実施する初めてのJICA技術協力プロジェクト

であった。保健省で策定された「母子保健統合サービス・パッケージ戦略・計画」（2009～2015）

を、県以下で活動を具体化し、実際に実施するための支援を行う、という政策と現場を結びつけ

る重要な位置づけとなっている。県保健局スタッフは、専門家と試行錯誤しながらさまざまな活

動を行っており、着実に成果が発現してきたと感じているのではなかろうか。 

本報告書は、この中間レビュー調査団による現地調査や関係者との協議の内容・結果をまとめ

たものであり、今後の協力事業の更なる発展の指針として、広く活用されることを願うものであ

る。 

最後に、本調査の実施にあたりご協力をいただいた内外関係者の方々に深い感謝の意を表する

とともに、今後の協力事業に向けて、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。 

 

平成24年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 

ラオス事務所長 戸川 正人 
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略 語 正式名 日本語 

ANC Antenatal Care 妊婦健診、産前健診 

BeMONC 
Basic Emergency Maternal, Obstetric and 

Newborn Care 

基礎的緊急母性産科新生児ケア（研修

名） 

BeON-LSS 
Basic Emergency Maternal, Obstetric and 

Newborn Life-Saving Skills 

基礎的緊急母性産科新生児救命技術

（研修名） 

CeMONC 
Comprehensive Emergency Maternal, 

Obstetric and Newborn Care 

包括的緊急母性産科新生児ケア（研修

名） 

CESVI Cooperazione e Sviluppo チェスヴィ（イタリアの NGO） 

CIEH 
Center for Information and Education for 

Health 
保健情報・教育センター 

CDSWC-2 
Capacity Development for Sector-wide 

Coordination in Health（Phase 2） 

保健セクター事業調整能力強化（フェ

ーズ 2） 

EPI Expanded Program on Immunization 拡大予防接種プログラム 

GAVI 
The Global Alliance for Vaccines and 

Immunization 

ワクチンと予防接種のための世界同

盟 

HC Health Center 保健センター 

HMIS Health Management Information System 保健情報管理システム 

HPD Health Promotion Day ヘルス・プロモーション・デー 

IEC Information, Education and Communication 健康教育 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

KAP Knowledge, Attitudes, and Practices 知識・態度・行動 

LRHS Lao Reproductive Health Survey 
ラオス国リプロダクティブヘルス調

査 

LSIS Lao Social Indicators Survey ラオス国社会指標調査 

MCH Maternal and Child Health 母子保健プログラム 

MDGs Milennium Development Goals ミレニアム開発目標 

MdM Médicins du Monde 
メドゥサン・デュ・モンド（世界の医

療団） 

MMR Maternal Mortality Ratio 妊産婦死亡比 

MNCH Maternal, Neonatal, and Child Health 
母性・新生児・小児保健（母子保健で

統一） 

MNCH 5 

Module 

Training 

MNCH 1st level Core service Modules 
母子保健基礎サービス研修モジュー

ル［1］［2］［3］［4］［5］ 

MNCH-TWG 
Maternal, Neonatal and Child Health 

Technical Working Group  

県レベルに設置された母子保健技術

作業部会 



 

 

 

MNCHN-TWG 
Maternal, Neonatal and Child Health 

Nutrition Technical Working Group  

（中央）母子保健・栄養技術作業部会

（以前は MNCH/EPI-TWGと呼称され

ていた） 

MoH Ministry of Health 保健省 

MOU Memorandum of Understanding 

合意内容の覚書（本書ではラオス政府

組織と開発パートナー間の協力にか

かる二者間協定を指す） 

MR Minimum Requirements ミニマム・リクワイアメンツ 

NSEDP National Socio-economic Development Plan 国家社会経済開発計画 

OA Office Automation OA（機器） 

PDCA（cycle） Plan - Do -Check - Act PDCAサイクル 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリック

ス 

PNC Postnatal Care 産後健診 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SBA Skilled Birth Attendance 助産専門技能者による分娩介助 

SBA 

Development 

Plan 

SBA Development Plan SBA開発計画 

SBAtt（s） Skilled Birth Attendant（s） 助産専門技能者 

SWG Sector Working Group セクター・ワーキング・グループ 

TOT Training of Trainers 講師養成研修 

U5MR Under-5 Mortality Rate 乳幼児（5歳未満児）死亡率 

UNFPA United Nations Population Fund 国際連合人口基金 

UNICEF United Nations Children's Fund 国際連合児童基金 

WB World Bank 世界銀行 

WHO World Health Organization 世界保健機関 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：母子保健統合サービス強化プロジェクト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額（評価時点）：3億6,400万円 

協力期間 

（R/D）：2010年3月10日 先方関係機関：保健省 

（延長）： 日本側協力機関：国立国際医療研究センター 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオスにおける妊産婦死亡比（Maternal Mortality Ratio：MMR）と乳幼児死亡率（Under-5 

Mortality Rate：U5MR）はともに改善されてきてはいるが、MMR405（対出生10万、Results from 

the Population and Housing Census 2005）、U5MR98（対出生1,000、Results from the Population and 

Housing Census 2005）と東南アジア地域のなかで最も高く、依然として母子保健の改善は急務で

ある。地域住民の健康衛生に対する認識は低く、道路等のインフラの未整備、文化的障壁等の

理由もあいまって、基礎的保健医療サービスへのアクセスは悪く、さらに提供される保健医療

サービスの質の低さから住民からの信頼も低い状況である。 

このような状況を打破すべく、ラオス保健省では、2000年に策定された「保健戦略2020」に

おいて、「2020年までに保健医療サービスを開発途上国の状況から脱却させ、全国民の生活の質

の向上のために、公平な医療サービスが平等にいきわたるようにする」とし、2011年に「第7次

国家保健セクター開発5カ年計画」を策定、6つの優先プログラムのうちの1つに、母子保健の改

善を挙げている。これを受け、保健省のなかに設置されている「母子保健・栄養技術作業部会

（Maternal, Neonatal and Child Health Nutrition Technical Working Group：MNCHN-TWG）」では、

母子保健プログラム（Maternal and Child Health：MCH）と拡大予防接種プログラム（Expanded 

Program on Immunization：EPI）を統合したサービス提供の促進が重要視され、2009年に、「母子

保健（MNCH）サービス統合パッケージ戦略・計画」（2009～2015）が策定された。この戦略に

基づいて、実際に県レベルで統合して提供できるサービスから実施していく形で全国展開して

いくため、より一層の技術的、資金的支援が必要となっている。 

以上の背景のもと、「母子保健サービス統合パッケージ戦略・計画」に沿って、①県・郡保健

局による適切なMNCH事業の運営管理、②保健医療サービス提供者のMNCHサービスに関する

知識・技術の向上、③母子保健事業のための住民啓発の強化を進めていくことにより、南部4県

（チャンパサック県、サラワン県、セコン県、アタプー県）における母子保健サービス強化を

めざした「母子保健統合サービス強化プロジェクト」が開始された。同戦略に掲げられている、

①事業管理強化、②提供される保健サービスの質の向上、③住民協力・社会動員の強化の3本柱

に沿って、プロジェクト活動は順調に進捗しており、これまでに、対象4県全郡における包括的

な母子保健活動実施計画の策定、事業の進捗管理と調整を行う県母子保健作業部会の設立、計

画に基づいた事業管理支援を行ってきた。また、提供される保健サービスの質の向上として、

ラオス保健省が標準化した母子保健サービス提供者のための基礎研修を県・郡病院職員に対し

て実施、住民協力・社会動員の強化として、県及び郡病院における健康教育イベントの実施支

援を行っている。さらに、県・郡における経験を中央保健省の技術作業部会に積極的にフィー

ドバックしている。これまでは、県レベルへの支援に重点を置いていたが、今後は郡レベルの

事業管理強化、保健センターにおける健康教育イベント実施など、下位のレベルに支援を広げ

ることを予定している。 
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１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、ラオス保健省による「母子保健サービス統合パッケージ戦略・計画2009

～2015」に沿って、①県・郡保健局による適切な母性・新生児・小児保健（Maternal, Neonatal, and 

Child Health：MNCH）事業の運営管理、②保健医療サービス提供者のMNCHサービスに関する

知識・技術の向上、③母子保健事業のための住民啓発の強化を進めていくことにより、南部4県

（チャンパサック県、サラワン県、セコン県、アタプー県）におけるMNCHサービスの受療率

が向上することをめざした協力である。 

 

（１）上位目標 

南部4県（サラワン県、セコン県、アタプー県、チャンパサック県）における妊産婦、新

生児、小児の死亡率が低減する。 

（２）プロジェクト目標 

南部4県における母子保健（MNCH）サービスの受療率が向上する。 

（３）成果 

成果１．県・郡保健局によってMNCH事業が適切に運営管理される。 

成果２．保健医療サービス提供者のMNCHサービスに関する知識・技術が向上する。 

成果３．さまざまな組織と連携して、母子保健事業のための住民啓発が強化される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側：総投入額   1億8,200万円 

長期専門家派遣     7名 機材供与       3,160万3,000円 

短期専門家派遣     3名 ローカルコスト負担  2,888万円 

研修員受入       9名 

相手国側： 

カウンターパート配置     土地・施設提供         

ローカルコスト負担 

その他 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏名 所属・役職 

団長/総括 米山 芳春 JICAラオス事務所 次長 

母子保健 

（技術参与） 

三好 知明 

 

国立国際医療研究センター 

国際医療協力局 派遣協力第二課長 

協力企画1 高山 結衣 JICA人間開発部保健第三課 

協力企画2 吉村 由紀 JICAラオス事務所 所員 

評価分析 小川 陽子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間  2012年10月1日～2012年10月24日 評価の種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

PDM ver. 0-1の成果指標について、いくつかデータが入手できないことやプロジェクトの成果

を測るために不適切なものが含まれていることから、これら指標をもって成果の把握をするこ

とが難しい。したがって、中間レビュー調査チームは、追加的な定性・定量データを収集し、

そのデータを基に成果ごとの達成度合いを判断した。    
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（成果１）「県・郡保健局によってMNCH事業が適切に運営管理される」 

成果１は部分的に達成されたといえる。 

進展が顕著であった点は、以前は存在していなかった母子保健プログラム全体の年間活動実

施計画が策定できるようになり、県保健局レベルではプラン・ドゥ・チェック・アクト（PDCA）

サイクルが定着しつつあることであろう。以前は、活動計画は存在しないか、存在している県

でもドナー資金が付き、中央から指示のあった活動のリスト程度であった。現在では、戦略目

標に基づいた包括的な活動実施計画が毎年作成され、セコン県とアタプー県では2年目から保健

セクター全体の計画に拡大されている。また、統合された計画に基づいて、県保健局の関連す

る複数の課が合同で四半期ごとのモニタリングを実施するようになり、開発パートナーの参加

も可能となった。さらに、この計画は、開発パートナーから追加資金を獲得するためのツール

として活用され始めている。また、PDCAサイクルが適用された副次的効果として、県保健局の

プログラム実施に対するリーダーシップやオーナーシップの醸成・強化が観察されている。同

様の統合計画の策定やモニタリングの実施は郡保健局レベルにも展開され、県保健局によって

定期的に訪問指導が実施されるようになった。ただし、訪問指導の内容にはいまだ改善の余地

がある。 

今後進展が期待される項目として、①県保健局から郡保健局に対する訪問指導の内容・質の

改善、②サービス受療率に影響する要因のより深い分析やフォローアップ活動の確実な遂行、

③統合サービスのアウトリーチ活動の導入及びその過程を管理するためのリーダーシップの発

揮、などが挙げられる。 

 

（成果２）「保健医療サービス提供者のMNCHサービスに関する知識・技術が向上する」 

中間レビュー時点において成果２へのプロジェクトによる貢献度合いは限定されている。 

その理由として、SBA開発計画（Skilled Birth Attendance Development Plan）の研修コースのほ

とんどが、他の開発パートナーによって中央で計画・予算計上されており、プロジェクトによ

る支援が必要な研修が限られていることが挙げられる。しかしながら、これら集積された研修

の成果が自動的にサービスに転換されるわけではない。したがって、本プロジェクトは、他の

開発パートナーがカバーしていない研修の支援に加えて、研修とサービス提供の間にあるギャ

ップを埋めることを意図して、具体的には以下のような活動を展開している。 

（１）人材の研修・配置に関する管理体制の強化や、研修のフォローアップ方法の考案（例：

チャンパサック県における人材開発チームの組成） 

（２）他の開発パートナーが支援していない研修への支援 

（３）サービス提供実施のためのツールの策定と訓練（例：「統合母子保健サービスアウトリー

チ：郡保健局及び保健センター職員向け実施手順書」） 

統合母子保健サービスを事業化し、改善していくためには、研修のみならず技術的側面から

定期的な訪問指導を実施することが肝要であるが、こうした活動に対するプロジェクトの支援

は、現時点に至るまで部分的な関与にとどまっている。 

これらの現状を受け、今後取り組むべき項目として、①SBA（助産専門技能者による介助分

娩）開発計画で規定された研修や統合母子保健サービスの提供にかかる研修への追加支援、②

統合母子保健サービスの現場適用に向けた技術支援（アウトリーチと定点の両方）、③研修を終

えた医療従事者のフォローアップ（適切な施設への配置と技術面での訪問指導）などが挙げら

れる。 

 

（成果３）「さまざまな組織と連携して、母子保健事業のための住民啓発が強化される」 

成果３は部分的に達成されたといえる。 

プロジェクト介入以前は健康教育活動の頻度は低く、資金の有無に大きく左右されて体系的
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に実施されていなかった。プロジェクトは、イベントベースのシステムを導入し、あらかじめ

決められた期日に、決められた村落から妊産婦やそのパートナー、5歳未満児をもつ母親を施設

に招待し、健康教育に加えて妊婦検診などのサービスを併せて提供している。こうしたプロジ

ェクトによる介入の結果、健康教育活動の開催が定期的に実施されるようになり、県/郡レベル

の健康教育チームの能力と自信の度合いが強化・改善されたことが観察されている。 

現在までに保健教育＋母子保健サービスのイベントに参加し、サービスを受けた人数は以下

の表に示したとおり。 

 

表 保健教育＋母子保健サービスイベントの参加・利用者数 

（2010年9月～2012年9月） 

県 名 

健康教育 

イベントに参加 

した女性数 

健康教育 

イベントに加した

パートナー 

（夫）数 

会場で妊婦検診を

受けた女性数 

会場で健康診断を

受けた 

5歳未満児数 

チャンパサック 1,981 502 1,981 n/a 

サラワン 2,044 725 2,044 n/a 

セコン 2,877 414 671 1,716 

アタプー 1,115 125 134 344 

県保健局記録（2012年9月） 
注：チャンパサック及びサラワン県では妊産婦とそのパートナーを対象とし、セコン及びアタプー県

では5歳未満児をもつ母親や他妊娠可能年齢の女性も招待している。 
 

成果3における今後の活動項目として、①セコン及びアタプー県における健康教育活動の保健

センターレベルへの拡大実施、②支援的訪問指導を通じた健康教育＋サービス提供の質改善と

保持、③村落や地域組織との効果的な協働体制の考案と構築、などが挙げられる。 

 

（プロジェクト目標） 

2009/10～2011/12年の指標データ1から、母子保健サービス普及度合いにいまだ顕著な増加は見

てとれず2、現時点ではプロジェクト目標の達成見込みを判断することは難しい。受療率が伸び

ない理由としては、①保健施設データの欠損やエラー、②アウトリーチ活動予算の確保の遅れ、

③訓練を受けた助産師他の医療従事者の一部不適切な配置、もしくは④潜在的サービス利用者

の獲得にかかる問題、などが考えられる。 

特に②により、2012年にはアウトリーチの活動自体が定期的に実施できておらず、アウトリ

ーチでカバーする人口が80％弱（詳細計画調査報告書、2008年）を占める南部4県においてその

影響は大きい。アウトリーチ予算の獲得は来月（11月）とのめどがついており、加えて健康教

育活動とタイアップした定点でのサービス提供も継続・拡大が予定されている。これにより、

今後サービス利用に伸びが期待でき、プロジェクト目標の達成見込みの判断も可能となろう。

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、現時点においてもラオスの政策及び日本の援助方針に合致しており、

                                                        
1 ラオス年度は10月～9月。ただし2012年は6月まで。 
2 対象地域におけるサービス提供への介入が始まる以前の2010/11年10～6月と介入後数カ月の2011/12年10～6月で比較すると、

いくつかの母性保健データに若干の増加が確認できる。その一方、同時期比でEPIの指標は減少している。 
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ターゲットグループのニーズにも沿っており、妥当性は高い。 

 

（２）有効性 

プロジェクト介入により、サービス受療率が目標値に達するかどうかを現時点で評価す

るのは難しい。 

受療率の指標は、統合サービスアウトリーチの活動が一時停止しているなか、いまだ顕

著な増加を示していない。しかしながら、プロジェクトの戦略はラオスの「母子保健サー

ビス統合パッケージ戦略・計画」の3つの柱にそって構成されており、この3つの柱は母性・

小児死亡を減少させるため相互に補完・補強し合う介入の組み合わせとなっている。さら

に、ここ2～3年間の他開発パートナーの投入の成果が、サービス提供の現場に徐々に届け

られ始めており、以下のプロジェクトによる介入も良い方向に進んでいる。 

１）サービス提供とタイアップした健康教育イベントが2011年の初めから導入され、コミ

ュニティから良い反応を得ている。 

２）遠隔村落への統合母子保健アウトリーチサービスの提供の準備も着々と進められてい

る。 

したがって、世銀によるアウトリーチサービスの活動資金が県/郡/ヘルスセンターレベル

に届き、さらにイベントを通じた定点からの統合サービス提供の質が改善されるに従い、

今後サービス利用は徐々に増加するものと考えられる。 

 

（３）効率性 

概してプロジェクトの効率性は高いといえる。プロジェクトによる投入は、実施者によ

り適切で適時になされたと見なされており、OA機器、研修用機材、IEC機材は、アウトプ

ットを得るために活用されている。ただし、本中間レビュー時には、保健センターレベル

で機材が活用されているかどうかのチェックは実施できていない。 

また、本プロジェクトは、国の母子保健戦略に調和化していることや、県レベルにおけ

るセクター調整のイニシアティブをとっていることから、効率的な事業の実施に関して多

くの利点がある。さらに、（首都ではなく）チャンパサック県のパクセー市にプロジェク

ト事務所を構えたことで、プロジェクトは県レベルで入手可能な複数の開発パートナーに

よる支援・資源を把握することができ、それらを一元管理・活用して成果を確保するとい

う視点から県保健局を支援できるという長所がある。 

 

（４）インパクト 

現時点では、プロジェクト目標の達成見込みが確認できておらず、上位目標の達成見込

みを判断することは難しい。ただし、母子保健サービスの受療率が改善することが、母子

の死亡減少につながるというロジックは適切である。 

一方、以下の正・負の波及効果がカウンターパートによって観察された。 

１）セコン及びアタプー県において、統合MNCH事業の計画及びモニタリングのプロセス

が県保健局の管理側に評価された結果、2年目には保健セクター全体の活動に広がった。

２）いくつかの郡において、健康教育を実施した結果、産前検診に夫が付き添って来ると

いうケースが何件かあった（女性の地位が低い少数民族でも、こうしたポジティブの効

果があったことは、医療従事者にとって「想定外」であった）。 

３）地域によっては、村落における保健関連の活動が多発した際に、村長や村落保健ボラ

ンティアに重荷がかかり、協力関係を害しかねないというケースがあった。 
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（５）自立発展性 

自立発展性の見込みを判断するのは時期尚早であるものの、今後自立発展性を支えるで

あろう以下の要素が把握された。 

 

１）政策面：ミレニアム開発目標達成のための意欲が、国レベルだけでなく県・郡レベル

で確認されたこと。 

２）技術面/財政面：母子の健康促進のために肝要な技術訓練モジュールが存在し、複数の

開発パートナーの支援が確保できていること。 

３）財政面：本プロジェクト下で導入した医療施設における健康教育イベントは県・郡の

自己資金で賄えていること。 

４）組織面：県保健局の管理能力を重点的に強化していること。 

５）組織面/制度面：システム・構造などの体制やルーチン・実践的な指示内容などの制度

面の整備に重点を置いていること。 

６）その他：自立発展性を担保するためにプロジェクトで設けた以下の基準があること。

初期投資は支援し、将来的に継続して実施される活動に対しては、資金援助は控える。
本プロジェクトが単一の資金源にならないよう複数ドナーによる合同支援の形にす
る。 

カウンターパートの仕事を代行しないようにし、技術的な助言と実施奨励にとどめる。
    

しかしながら、以下の要素は自立発展性の確保にあたり不安定要因であり、対応が必要

とされよう。 

１）人的資源管理の弱さ 

２）統合母子保健年間活動実施計画について、予算との連動の不足 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

１）「母子保健サービス統合パッケージ戦略・計画」への調和化に開発パートナーが協力的

な姿勢を示したことにより、母子保健事業への資金・技術支援が確保できたことが、よ

り高い効率性に寄与した。 

２）世銀によるFree Service Program（母子保健サービス無償提供）、Conditional Cash Transfer

（妊産婦への条件付現金給付プログラム）、Health Equity Fund（貧困世帯向け健康保険基

金）などがいくつかの県で実施されていることにより、住民による受診行動を啓発し得

ること。 

（２）実施プロセスに関すること 

３）県/郡レベルで策定された「統合母子保健年間活動実施計画」が管理ツールとして長け

ており、県/郡保健局による母子保健プログラムに対する高いオーナーシップや責任意識

が効果的に醸成されたこと。 

４）郡保健局に対する県保健局による定期的な運営管理面の助言（訪問指導）や、郡保健

局から保健センターへの指導は、郡や保健センターの状況改善に対する意欲をより高め

たこと。 

５）4県合同会議において、県保健局同士がお互いの経験を学びあえる機会があったことに

より、状況改善に対する意欲が高まったこと。 

６）女性同盟、村落保健ボランティア、医療従事者が意欲的かつ熱心にかかわった地域で

は、健康教育＋サービス提供の活動やアウトリーチの実施が円滑に進んだこと。 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

１）健康・医療に関する人々の伝統的な考え方と基礎的な知識の不足からサービス受療に

思考的なハードルが存在し、利用率が伸びていない。プロジェクトでは、統合サービス

のアウトリーチ導入のほか、母子保健サービスの対象者を特定し、イベントへの招待状

を届け、施設でサービスを実際に体験してもらうことを通じたサービス利用の定着を試

行している。 

２）統合母子保健サービスを提供するための最低限の資源（アウトリーチ活動実施資金、

医薬品、一部機材、一部保健センターにおける職員数）が不足していることにより、統

合サービス導入が遅れている。滞っていた世銀のアウトリーチ活動実施資金については、

県保健局の適正な資金獲得・利用を促進するために「実施ガイドライン」が策定され、

来月（11月）には研修が実施される予定である。医薬品・一部機材・職員に関しては、

県保健局による予算や人員数の増加が計画されており、本プロジェクトでは施設への訪

問指導を通じて管理能力の強化を計画している。 

３）遠隔地のコミュニティでは、村落から保健施設、保健施設から村落への物理的アクセ

スに困難を伴う（特に雨期）が、プロジェクトでは、アウトリーチ活動の強化をもって

対応する予定である。また、いくつかの県における世銀による複数の資金スキーム（母

子保健サービス無償提供、妊産婦への条件付現金給付プログラム、貧困世帯向け健康保

険基金）の実施も、受診行動の啓発に貢献すると考えられる。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）1年弱の訓練を終えた助産師がすぐに長期の教育プログラムに送られたり、サービス提

供を行わないポストに配置するなどの例が数件確認されている。職員の頻繁な交代や例

のような人事異動は、サービス提供の成果の獲得を阻害している。今後プロジェクトで

は、訪問指導等を通じた人的資源管理の側面を強化していく予定である。 

２）保健人材が統合母子保健サービスを確信をもって提供するための知識や技術の不足に

より、新しいサービスの導入や質の管理に障害をきたしている。プロジェクトでは、上

位からの訪問指導が継続的に提供される方法を考案し、定着させていく予定である。 

３）おそらく要求される報告フォームが複雑で数が多く、また記録・報告の重要性理解が

不足していることに起因して、保健センター及び郡保健局によるデータの報告不備（遅

延、未提出、データの誤記入等）が多く、管理に支障をきたしている。プロジェクトで

は、できる限りのフォームの簡素化や記録・報告にかかる支援的な指導を強化していく

予定である。 

４）村長・村落保健ボランティアとの調整・協力体制の弱い村落では、入手可能データが

限定されたり、また保健関連イベントへの参加率が低くなっている。プロジェクトでは、

村落との関係強化を進める予定である。 

 

３－５ 結論 

特に成果１、３については顕著な成果が現れており、着実に進捗している。今後、成果１に

関しては、管理運営面及び技術面からの訪問指導に重点を置いていく必要がある。成果２に関

しては、母子保健サービスのカバレッジをあげていくため、サービス提供者に対する支援、特

に統合サービスを提供するためのアウトリーチ活動の実施に関する支援が必要と思われる。成

果３に関しては、母子保健サービスの利用率向上のため、継続した健康教育イベントの実施と、

保健センターへの展開が望まれる。 

これまでの成果は、プロジェクト目標であるサービス受療率の向上（モニタリング指標の改
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善）にはまだつながっていないが、今後の継続した支援により指標が改善することが期待され

る。 

 

３－６ 提言 

中間レビュー調査において、提言としてまとめた事項は以下のとおり。 

【県保健局に対する提言】 

（１）教訓やグッド・プラクティスをまとめていく。 

（２）研修を受けた人材にサービスアウトプットをもたらすことができるよう、人員配置計画

を見直す。 

（３）計画の実施及び活動のフォローアップを効果的に実行するために、データ管理・分析能

力を強化する。 

（４）統合サービス提供のためのアウトリーチ活動に対する経費が適切に運用されるよう、予

算管理担当者及び母子保健関係部門に適切な指導を行う。 

（５）ヘルスセンター職員の負担（複数の報告書作成等）に対し、軽減方法をドナーとともに

考案する。 

（６）母子保健統合サービス計画策定を予算獲得につなげられるよう、計画策定プロセスを改

善する。 

 

【保健省に対する提言】 

（１）県保健局からのフィードバックを活用していく。 

（２）中央で策定された政策やプログラムの変更があった場合や活動計画について、県の年間

活動計画に反映できるよう、県保健局に余裕をもって知らせる。 

（３）保健情報管理システム（Health Management Information System：HMIS）で収集するMNCH

関連データ項目の見直しを行い、サービス提供者が使用しやすいフォームを作成する。 

 

【開発パートナーに対する提言】 

（１）県の年間活動計画を尊重し、計画に沿った支援を行う。 

 

３－７ 教訓 

中間レビュー調査において、教訓としてまとめた事項は以下のとおり。 

（１）年間活動実施計画の策定により、活動の目的、責任の所在が明確化し、共通のモニタリ

ング体制の構築により、県保健局及び郡保健局の主体性が醸成された。 

（２）年間活動実施計画は開発パートナーにも理解しやすく、県保健局の予算・支援獲得のた

めのツールとして戦略的に利用できるものとなった。 

（３）南部4県で互いに経験や進捗を共有することで、各県の自信と意欲が促進された。 

（４）中央で策定された政策や戦略を実際の活動に落とし込むため、実務的な手順書の作成や

順を追った指導は、県・郡・コミュニティレベルに合わせた実際の活動実施にとって橋渡

しとなった。 
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Summary of Mid-term Review 
 

1. Outline of the Project 

Country : Lao People’s 

Democratic Republic 

Project title : Strengthening Integrated Maternal, Neonatal and Child 

Health Services in Lao PDR 

Issue/Sector : Health Cooperation Scheme : Technical Cooperation 

Division in Charge :  

JICA Laos Office 

Total cost 

Total:  364 million yen  (as of the time of review) 

Period of Cooperation： 

May 2010 ~ May 2015 

Partner Country’s Implementing Organization：  

Ministry of Health, Provincial/District Health Offices of Champasack, 

Salavan, Sekong and Attapeu Provinces 

Supporting Organization in Japan： 

National Center for Global Health and  Medicine  

1-1  Background of the Project 

   In Lao P.D.R., the national health status has been improving steadily over the past decades. Despite the 

progress made, Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infant Mortality Rate (U5MR) still remains the highest 

among ASEAN countries, where the estimation of MMR to be 405 per 100,000 live births and U5MR to be 

98 per 1,000 live births (2005, National Census). Improvement of health care services, especially for 

maternal and child health is the priority issue to be addressed by the Lao Government as well as achieving 

health related MDGs. 

   In response to the circumstances, the “Strategy and Planning Framework for the Integrated Package of 

Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) Services (2009-2015) (hereafter “the Integrated MNCH 

Strategy”)” was developed through the MNCH Technical Working Group to accelerate reducing maternal, 

neonatal and child mortality, as well as maternal and child malnutrition in cooperation with various 

development partners (DPs), such as WHO, UNFPA, UNICEF, World Bank, as well as JICA.  

   The following are the strategic objectives:  

1. Improving leadership, governance and management capacity for program implementation.  

2. Strengthening efficiency and quality of health service provision.  

3. Mobilizing individuals, families and communities for maternal, neonatal and child health.  

   In line with this Integrated MNCH Strategy, the Project to Strengthen Integrated Maternal, Neonatal and 

Child Health Services (hereafter referred to as the “Project”) aims to improve the coverage of maternal, 

neonatal and child health services targeting four southern provinces (Champasack, Salavan, Sekong and 

Attapeu) through: (a) appropriate management of MNCH services by the Provincial and District Health 

Offices (PHOs/DHOs); (b) improvement of knowledge and skills of health service providers for MNCH 

service delivery; and (c) enhancement of the mobilization of communities for MNCH services.  

   In the middle of the project duration, JICA conducted this Mid-Term Review (MTR) study to examine 

the achievement level of the outputs and purpose of the Project. 

 

1-2  Project Overview 

< Overall Goal> 

 Maternal, neonatal and child mortality is reduced in the four southern provinces,  

   i.e., Champasack, Salavan, Sekong, and Attapeu. 

<Project Purpose> 

 Coverage of the maternal, neonatal and child health (MNCH) services is improved in the four southern 
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provinces. 

 <Outputs> 

   Output1: The MNCH services are appropriately managed by the Provincial and District Health 

Offices (PHOs and DHOs). 

   Output2: Knowledge and skills of the health service providers for the MNCH services delivery are 

improved. 

   Output3: Mobilization of the community people for the MNCH services are enhanced in 

collaboration with various organizations. 

 

1-3  Inputs (As of September 2012) 

<Japanese Side> :Total disbursement : 182 million yen (as of the time of review) 

Long-term expert;  7              Equipment;  US$ 401,920 (31,603,000 yen) 

Short-term expert;  3              Local expenses;  US$ 367,293  (28,880,000 yen) 

Training in Japan;  9 

 

<Laos Side> 

Counterparts;  Related department in Central and Provinces 

Land and Facilities; Office space in each Provincial Health Office 

                                 Necessary space and facilities for training 

                                 Operational expenses such as supply of water, electricity, 

gas and furniture 

2.  Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

1. Mr. Yoshiharu YONEYAMA, Leader, Senior Representative, JICA Laos Office

2. Dr. Chiaki MIYOSHI , Technical Advisor on MNCH, National Center for Global 

Health and Medicine, Japan 

3. Ms. Yui TAKAYAMA, Cooperation Planning-1, Health Division 3, Human 

Development Department, JICA Headquarters 

4. Ms. Yuki YOSHIMURA, Cooperation Planning-2, Focal Point of Health Section, 

Representative, JICA Laos Office 

5. Ms. Yoko OGAWA, Evaluation Analysis, Specialist in Social Development 

6. Mr. Vangxay Phonemameuang, National Staff, JICA Laos Office 

7. Dr. Panome Xayamoungkhoun, MCH Center, Ministry of Health (MoH), Lao 

Evaluator 

 

Period of  

Review 

25 May 2012 ~ 30 September 2012 Type of Evaluation:  

Mid-term Review 

3.  Results of Evaluation 

3-1  Summary of Project Accomplishment 

   The MTR team looked into additional qualitative and quantitative aspects other than the objectively 

verifiable indicators (OVIs) (as in PDM ver.0-1).  This is partly due to the unavailability of data and 

also due to the inadequacy of some OVIs to assess the achievements of the Project. 

 

Output 1: The MNCH services are appropriately managed by the Provincial and District Health Offices 

(PHOs and DHOs). 
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   Output 1 is partially achieved, with a notable progress in instituting the Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

cycle:  PHOs/DHOs have now learned to formulate the Annual Activity Implementation Plan for the 

Integrated MNCH Program (hereafter referred to as “the Integrated MNCH Plan”), with which all the 

related Sections of the PHO jointly monitors on quarterly basis.  DPs active in these provinces also 

participate in the planning and monitoring exercise.  Prior to Project’s intervention, provinces either did 

not have an annual plan, or had a list of activities, which were instructed by MoH, or were funded by 

some DPs, while the current Plan is a comprehensive list of activities aligned with the strategic 

objectives (SO) of the Integrated MNCH Strategy.  In Sekong and Attapeu, the scope of the Integrated 

MNCH Plan has been expanded to cover all sub-sectors of the health sector from the second year.  

   Furthermore, the Integrated Plan has begun to serve as a tool to obtain additional funding from DPs. 

Perhaps as an indirect effect of engaging in the PDCA cycle, the MTR team observed some stronger 

senses of leadership and ownership of PHOs/DHOs in the four provinces, especially at the Provincial 

level. Similar integrated planning and monitoring has been rolled out to the DHO level; and PHOs 

conduct regular supportive supervision sessions, although the content/quality of the supervision requires 

further improvements.  

   Some areas in management that require further improvements include: 1) quality of supervision from 

PHOs to DHOs in planning, monitoring and evaluation as well as in data collection; 2) furthering 

analyses on the effectiveness of activities to obtain higher service coverage; 3) making sure follow-up 

actions are completed; and, 4) leadership in operationalizing and supervising the introduction of 

integrated outreach activities, including securing regular flow of donor resources. 

 

Output 2:  Knowledge and skills of the health service providers for the MNCH service delivery are 

improved. 

   Contribution of the Project towards achieving the Output 2 has been limited, as it turned out that 

other DPs have committed funding for the bulk of training in the SBA Development Plan (Skilled Birth 

Attendance Development Plan) at the central level, and rather few training was left for funding by the 

Project.  

   Nonetheless, accumulated outputs of the training were not automatically converted into the desired 

service outputs.  As such, this Project intended to fill in gaps between training and operationalization of 

the integrated MNCH services, and has contributed to the following aspects that had not been covered by 

other DPs: 

(a) Strengthening management/coordination for better selection of trainees and their deployment 

and devising ways to follow-up trained personnel (e.g. establishment of a human resource 

development team at the Champasack PHO); 

(b) Provision of support for training which was not supported by other DPs; and, 

(c) Developing the “Instruction of Integrated MCH Services Outreach for District Health Office and 

Health Center Staff” for assisting smooth operationalization. 

   In order to introduce/operationalize and improve the integrated MNCH services, regular technical 

supervision is essential.  However, support by the Project in this area has been limited up until now.  

   With the above-mentioned situation at hand, future tasks under the Output 2 are: 1) providing 

remaining training under the SBA Development Plan and for integrated MNCH services; 2) technical 

support for smooth operationalization of integrated MNCH services (both fixed and outreach); and, 3) 

follow-up for recently trained health staff including proper deployment and technical supportive 

supervision. 
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Output 3:  Mobilization of the community people for the MNCH services are enhanced in collaboration 

with various organizations.   

   Outputs 3 is partially achieved, with notable improvements in frequency of the health education 

activities and in the level of capacity/confidence among Provincial and District level health education 

(HE) teams. Prior to the Project intervention, HE activities were less frequent and on an ad-hoc basis 

depending largely on the availability of budget.  The Project introduced an event-style format that 

combines HE with on-site provision of MCH services, where the target population, i.e. pregnant women 

and their partners as well as mothers of under-5 children, were invited to the health facilities on a fixed 

pre-set date from target villages. 

   Table below shows the numbers of women, their partners and under-5 children1 who have attended, 

and obtained MCH services at HE events between September, 2010 and September, 2012.  

 

PROVINCES 

Women (pregnant 
and of reproductive 
age) participated in 

HE events 

Partners (husbands) 
participated in HE 

events  

Women received 
ANC services at HE 

events 

Under-5 children 
received health 
check-up at HE 

events 

Champasack 1,981 502 1,981 n/a 

Salavan 2,044 725 2,044 n/a 

Sekong 2,877 414 671 1,716 

Attapeu 1,115 125 134 344 

Source: Data submitted by PHOs, September 2012 

   With the above-mentioned status, the remaining challenges under the Output 3 are: 1) rolling out HE 

activities to health centers (HCs) in Sekong and Attapeu provinces; 2) ensuring the quality of HE 

activities including the provision of “integrated” MCH services through technical supportive supervision 

and monitoring their effectives; and, 3) finding effective ways to secure collaboration with villages and 

local organizations, including training of village health volunteers (VHVs). 

 

Project Purpose: 

   It is difficult to assess the likelihood of achieving the Project Purpose at this stage, as the available 

annual data from 2009 ~ 2012 (up to June) of the Project Purpose do not suggest meaningful increase2 in 

the coverage of MNCH services.  

   This could be due to 1) the low quality reporting from several health facilities (missing data), 2) the 

delays in conducting Outreach activities caused by the late obtainment of donor funds, 3) the 

displacement of trained/ skilled personnel to other provinces or for further studies, and/or 4) the inability 

to persuade potential users of service utilization.  

   Especially to note is the point (2):  Provinces were unable to conduct Outreach activities quarterly 

in 2012 (none or just once).  Given the high percentage of the population covered by the Outreach (just 

below 80%, Detailed Design Survey, 2008) in the target four provinces, an effect of non-implementation 

on the service coverage could be serious.  However, the World Bank is planning to the second round of 

disbursement in next month (November, 2012).  Furthermore, the Project is planning to expand its HE 

activities with on-site service provision.  As these two activities get on course, the service coverage is 

                                                        
1 Champasack and Salavan provinces target pregnant women and their partners, while Sekong and Attapeu provinces also invite mothers 

with under-5 children as well as other women of reproductive age. 
2 However, when comparing data between October ~ September 2010/2011 and that of 2011/2012, slight increase on some maternal health 

indicators on service coverage can be observed.  However, the EPI outcomes have decreased in the same period.   
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expected to grow, after which the likelihood of achieving the Project Purpose can be properly assessed. 

 

3-2  Implementation Process 

(1) Progress of Activities 

   During the first two years of the Project, most activities concentrated on the Output 1 (SO-1), i.e. 

strengthening management capacity of the MNCH program.  In the second year, Activities under 

Output 3 (SO-3), i.e. community mobilization and health education, went on track, while few activities 

under Output 2 (SO-2), i.e. improving efficiency and effectiveness of services, were implemented.  As 

mentioned, above, delays in some activities were due to the unavailability of funds from other DPs or 

due to the delay in centrally-planned training.  These issues have been/are currently being addressed by 

relevant stakeholders, and the Project is expected to start the implementation of the activities soon after 

the MTR. 

 

(2) Communication and management 

   Under this Project, the central MNCH-TWG serves as the decision-making body of the Project.  As 

most of the Project Activities are managed at Provincial level through provincial MNCH-TWG, or 

SWGs, involvement of the central MoH Counterparts in the Project management remained consultative 

in nature.   

   There were some instances where the Provinces had to cancel their own activities, as the sudden 

announcement to collaborate with centrally planned training activities had to be prioritized over their 

own activities.  

   The method of technical assistance of the Project is considered adequate and responsive to the needs 

of provincial and district level Counterparts.  As the entire Project Experts operated from Pakse and 

worked in each province every week, communication worked well enough to provide timely technical 

support.  This mode of operation was frequently mentioned in appreciative tones by Counterparts and 

DPs working in the same province.  

   The Project promoted intra-sectorial coordination among several DPs through the coordination 

meetings and joint planning and monitoring process, which promoted harmonization to a single Plan and 

stronger sense of ownership among Counterparts.  Presence of a clear and comprehensive plan, with a 

mapping of government and DP’s support, made it easier for DPs to make rational decisions on their 

support for the MNCH program, and in turn for the Counterparts to negotiate for better fund allocation. 

Some useful discussions to avoid overwraps, e.g. how to integrate reporting formats imposed on health 

facilities by several DPs on similar activities, came out through this process of coordination.  However, 

the extent to which the process reduced the workload of Counterparts appear to be little, as DPs still 

require independent review meetings, monitoring visits, and separate financial reporting for their own 

support programs.  

   Moreover, the Project benefited from close collaboration with the Capacity Development of 

Sector-wide Coordination in Health, in obtaining timely development within MoH and in national-level 

sector-wide coordination.  This information was especially precious to provincial-level Counterparts in 

adjusting their Implementation Plan, as PHOs were then able to confirm such information with the 

central level. 

 

3-3  Evaluation Results 

(1) Relevance 

   This Project is still relevant in view of consistency with national and local policies, Japan’s 
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cooperation policies and the needs of the target groups.  Specific descriptions are given below. 

 

(2) Effectiveness 

   It is rather early to determine the effectiveness of Project’s interventions in increasing the MNCH 

service coverage.  Indicators for the service coverage are yet to show meaningful increase, while the 

(integrated) service outreach activity is stalled due to administrative delay in obtaining the funds.

Nevertheless, Project’s strategy is consisting of three components, in line with those of MNCH Strategy, 

addressing complementary and mutually reinforcing interventions to reduce maternal and child deaths. 

Moreover, outputs of 2 to 3-year investments by the DPs have started to be delivered to service provision 

points; and the following Project’s interventions are on track and on the right direction.  

(a) Efforts to increase the demand for MNCH services through regular HE events combined with

service “trial” have demonstrated some positive response from the community. 

(b) Preparation is on course for the implementation of integrated MNCH service outreach in Sekong 

and Attapeu provinces, as well as a plan to do the same in Champasack and Salavan provinces. 

 

 Therefore, with the anticipated flow of outreach funds from the World Bank, and as the quality and 

coverage of the integrated MNCH services at health facilities via HE events, the service coverage is 

expected to increase over time. 

 

(3) Efficiency 

   Overall, efficiency of the Project is high.  Inputs specifically made by the Project are considered to 

be appropriate and timely.  Equipment for offices, IEC activities and training has been utilized to 

produce Outputs as planned.  In this MTR study, nevertheless, use of equipment at health facility levels 

could not be checked thoroughly.   

   In addition, the Project has several advantages in efficient implementation of activities: 

(a) the Project design is aligned/ harmonized to the national MNCH Strategy; 

(b) the Project promotes sector-wide coordination in the four Provinces; and,  

(c) the Project is based in Pakse, Champasack Province. 

 

  Hence, the Project is in a beneficial position to assist PHOs to identify and consolidate available 

resources supported by other DPs, and turning them into tangible Outputs. 

 

(4) Impact 

   It is premature to determine the likelihood of achieving the Overall Goal at this stage.  The logic of 

reducing the maternal, neonatal and child deaths through improvement in MNCH service coverage is 

nonetheless appropriate.   

   In terms of other effects of the Project, there were some following positive and negative changes that 

were observed by the Counterparts at the time of the MTR.  

(a) In Sekong and Attapeu provinces, introduction of the integrated MNCH planning and monitoring 

process has expanded to a sector-wide exercise in the second year.  This was cited as a good 

practice by the central SWG; and Counterparts in Attapeu were invited to present their 

experiences on two occasions: 1) at the Orientation Meeting at Luang Namtha on 19 June 2012, 

and 2) at the Sector-Working Group Policy-level meeting on 18 September 2012; 

(b) In some district, there were instances where some partners (husbands) accompanied pregnant 

wives to the ANC visits, as a result of health education that provided partners with information 
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on how to take care of pregnant women (Considering persistent cultural beliefs and practices 

among some ethnic groups in the area, these changes were cited as “unexpected” by DHO staff 

members); and, 

(c) In some areas, intense health-related activities at village level may have overburdened the 

village chiefs and volunteers, which could potentially damage the collaborative relationship. 

 

(5) Sustainability 

   It is rather premature to discuss the likelihood of sustainability at this stage, although one can 

observe some positive factors that support sustainability. 

(a) Political commitment at all levels towards achieving the MDGs; 

(b) All the essential technical training modules are available and DPs are eager to support training 

under the SBA Development Plan; 

(c) Health education at fixed site was financially supported by provinces and districts. 

(d) Project’s intensive technical support for PHOs to continue leading, training and supervising

District and HC levels; 

(e) Project’s emphasis on creating a system/structure and routines, practical instructions and tools 

for operationalization for PHO/DHOs to continue integrated MNCH planning, implementation, 

monitoring and evaluation; and, 

(f) The Project maintains certain standards for supporting/financing activities to ensure

sustainability, such as 1) supporting only initial investments (equipment, formulation of 

implementation tools, etc.), 2)  avoiding to become a single funding source to one area of 

activities, and, 3) Project Experts and National Staff to never perform the work of Counterparts. 

 

On the other hand, uncertainty lies in the following factors, requiring some follow-up.  

(a) Weak human resource management 

(b) the lack of efforts in securing government budget through the Annual Plan of Implementation for 

the Integrated MNCH Program 

 

3-4  Conclusion and Future Directions 

   The Project has made tangible progress for Output 1 and Output 3. With respect to Output 1, 

supervision and monitoring both in terms from managerial and technical aspect would be required for 

better planning and implementation.  Concerning Output 2, further support for service providers, 

especially for conducting the integrated outreach services would be required to improve the coverage of 

MNCH services.  Regarding Output 3, continuous health education events and expansion of health 

promotion activities to HCs would be required for better coverage of MNCH services as well.  

   Although the outcome indicators of service coverage do not reflect gains from Outputs yet, the 

project purpose is expected to be achieved by continuing the current efforts in target provinces. 

 

   Given the significant advances made under the Output 1 (SO1) during the first half of the Project, it 

is the right time for the Project to shift its focus on producing service outputs, i.e. Output 2 (SO2) and 

Output 3 (SO3) of the PDM.  The Project shall promote activities at district and health center levels 

which can directly improve the coverage of the MNCH services.  In so doing, the Project shall take full 

advantage of the strengthened management capacity and leadership of the PHOs, while Project Experts 

provide timely technical advisory as needed. 

   For future directions, the Project shall continue its support to build stronger management and 
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leadership by the PHOs, DHOs and Health Centers.  

   In particular, regarding Output1, the Project shall put more emphasis on supervision and monitoring, 

both in terms of technical and managerial aspects, by conducting follow up of the activities.  In 

addition, more focus on strengthening data collection and analysis to manage the activities more 

efficiently and effectively will be required. 

   For Output 2, the Project shall continue conducting trainings under the SBA Development plan and 

integrated MNCH services to increase the knowledge and skills of the health service providers and 

strengthen the outreach activities.  Furthermore, the Project shall also focus beyond the production of 

trained health personnel.  That is, even stronger focus is required on the effective utilization of trained 

personnel to produce service outputs, including the creation of enabling environment for trained health 

personnel to apply their obtained skills.  As such, conducting follow up activities to trained health staff, 

such as technical supportive supervision and proper deployment, will be necessary to improve the 

MNCH services.  

   For Output 3, the Project shall continue its technical support to event-based promotion of integrated 

MNCH services.  In so doing, securing collaboration with villages and local organization will be 

important to increase community’s active participation.  This shall be an initial strategy of the Project 

for the introduction and promotion of “integrated” provision of MNCH services at fixed sites. 

Strengthening the system of managing the events through supportive supervision and proper monitoring 

will ensure the quality of the events and integrated services being provided at health facilities. 

 

3-5  Recommendations 

The MTR Team made the following recommendations based on the result of MTR. 

(for PHOs) 

1. Summarize their lessons learned/good practices 

2. Review HR deployment plan for obtaining service outputs  

3. Strengthen data collection and analyses to identify effectiveness of interventions and to 

formulate appropriate follow-up actions 

4.  Ensure proper guidance for the fund coordinators and MCH Section on proper utilization and 

reporting of the fund for integrated outreach 

5. Consider ways to lift burdens (e.g. reporting forms) at the HCs together with DPs 

6. Consider better ways to connect the process of integrated MNCH planning with that of acquiring 

budget 

(for MoH) 

1. Utilize feedback from PHOs 

2.  Provide information on centrally-planned policy/program changes and activities well in 

advance, for inclusion in the Provincial Plan 

3.  MoH to expedite issuance of the revised HMIS form(s) for the basic MNCH indicators, which is 

(are) easy to fill in by service providers at all levels 

(for DPs) 

1. Harmonize DPs’ support to the provincial plan through coordination 

 

 

3-6  2.7 Lessons learned 

The MTR Team identified the following lesson learnt from the Project implementation. 
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1. The Annual Activity Implementation Plan shared objectives, clear responsibility; and joint 

monitoring system created a sense of responsibility at provincial/district levels 

2. The Annual Activity Implementation Plans were easy to understand for DPs and could serve as 

an effective tool to secure budget 

3. Sharing progress and experiences among four provinces contributed to increased motivation and 

confidence 

4. Additional practical instructions bridged the gap between central policies/strategies and actions 

at the provincial/district/community levels. 

 

END
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ラオスにおける妊産婦死亡比（Maternal Mortality Ratio：MMR）と乳幼児死亡率（Under-5 Mortality 

Rate：U5MR）はともに改善されてきてはいるが、MMR405（対出生10万、Results from the Population 

and Housing Census 2005）、U5MR98（対出生1,000、Results from the Population and Housing Census 

2005）と東南アジア地域のなかで最も高く、依然として母子保健の改善は急務である。地域住民

の健康衛生に対する認識は低く、道路等のインフラの未整備、文化的障壁等の理由もあいまって、

基礎的保健医療サービスへのアクセスは悪く、さらに提供される保健医療サービスの質の低さか

ら住民からの信頼も低い状況である。 

このような状況を打破すべく、ラオス保健省では、2000年に策定された「保健戦略2020」にお

いて、「2020年までに保健医療サービスを開発途上国の状況から脱却させ、全国民の生活の質の向

上のために、公平な医療サービスが平等にいきわたるようにする」とし、2011年に「第7次国家保

健セクター開発5カ年計画」を策定、6つの優先プログラムのうちの1つに、母子保健の改善を挙げ

ている。 

これを受け、保健省のなかに設置されている「保健セクター事業調整メカニズム」の仕組みの1

つである「母子保健・栄養技術作業部会（Maternal, Neonatal and Child Health Technical Working 

Group：MNCHN-TWG）」では、母子保健プログラム（Maternal and Child Health：MCH）と拡大予

防接種プログラム（Expanded Program on Immunization：EPI）を統合したサービス提供の促進が重

要視され、2009年には、「母子保健サービス統合パッケージ戦略・計画」（2009-2015）が策定され

た。この戦略に基づいて、実際に県レベルで統合して提供できるサービスから実施していく形で

全国展開していくため、より一層の技術的、資金的支援が必要となっている。 

以上の背景のもと、「母子保健サービス統合パッケージ戦略・計画」に沿って、①県・郡保健局

による適切な母子保健（Maternal, Neonatal, and Child Health：MNCH）事業の運営管理、②保健医

療サービス提供者のMNCHサービスに関する知識・技術の向上、③母子保健事業のための住民啓

発の強化を進めていくことにより、南部4県（チャンパサック県、サラワン県、セコン県、アタプ

ー県）における母子保健サービス強化をめざした「母子保健統合サービス強化プロジェクト」が

開始された。同戦略に掲げられている、①事業管理強化、②提供される保健サービスの質の向上、

③住民協力・社会動員の強化の3本柱に沿って、プロジェクト活動は順調に進捗しており、これま

でに、対象4県全郡における包括的な母子保健活動実施計画の策定、事業の進捗管理と調整を行う

県母子保健作業部会の設立、計画に基づいた事業管理支援を行ってきた。また、提供される保健

サービスの質の向上として、ラオス保健省が標準化した母子保健サービス提供者のための基礎研

修を県・郡病院職員に対して実施、住民協力・社会動員の強化として、県及び郡病院における健

康教育イベントの実施支援を行っている。さらに、県・郡における経験を中央保健省の技術作業

部会に積極的にフィードバックしている。これまでは、県レベルへの支援に重点を置いていたが、

今後は郡レベルの事業管理強化、保健センターにおける健康教育イベント実施など、下位のレベ

ルに支援を広げることを予定している。 

今回実施の中間レビュー調査は、ラオス保健省と合同で、本プロジェクトの目標達成度や成果

等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同

評価報告書に取りまとめ、合意することを目的として実施した。    



 

－2－ 

（１）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、活動計画（PO）に基づき、プロジェクト

の投入実績、活動実績、計画達成度を調査・確認し、課題を整理する。また、南部4県の各保

健局にて、県・郡保健局C/P、関係する開発パートナーを交えたワークショップを行い、これ

までの過程で特筆すべきこと、今後の課題を抽出する。 

（２）評価5項目（有効性、インパクト、効率性、妥当性、自立発展性）の観点から、両国関係者

とともに、プロジェクトのレビューを行う。 

（３）上記評価結果に基づき、合同評価委員と今後の活動内容について協議し、今後の活動計画

について確認する。また、PDMについて協議のうえ、特に指標内容について必要な修正を行

う。 

（４）上記評価結果に基づき、今後の活動計画を進めるにあたっての課題やその対応策、プロジ

ェクトに影響を及ぼす外部要因の現状とその対応策について協議し、評価報告書の提言とし

て取りまとめる。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

調査団構成は以下のとおり。 

担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 米山 芳春 JICAラオス事務所 次長 

母子保健 

（技術参与） 
三好 知明 

国立国際医療研究センター 

国際医療協力局 派遣協力第二課長 

協力企画１ 高山 結衣 JICA人間開発部保健第三課 

協力企画２ 吉村 由紀 JICAラオス事務所 所員 

評価分析 小川 陽子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

評価 Mr. ワンサイ JICAラオス事務所ナショナル・スタッフ 

評価 Dr. パノム ラオス保健省母子保健センター医師 

 

調査日程は2012年10月1日（月）～10月24日（水）。詳細日程は、付属資料３. 英文報告書ANNEX-X

に示すとおりである。 

 

１－３ 主要面談者 

主要面談者は、付属資料３. 英文報告書 ANNEX-IIIに示すとおりである。 

 

１－４ 対象プロジェクトの概要（調査開始時） 

上位目標 

南部4県（サラワン県、セコン県、アタプー県、チャンパサック県）における妊産婦、新生児、小

児の死亡率が低減する。 

    

プロジェクト目標 

南部4県における母子保健（MNCH）サービスの受療率が向上する。 
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成果１．県・郡保健局によってMNCH事業が適切に運営管理される。 

成果２．保健医療サービス提供者のMNCHサービスに関する知識・技術が向上する。 

成果３．さまざまな組織と連携して、母子保健事業のための住民啓発が強化される。 

 

１－５ 中間レビュー調査の方法 

１－５－１ 中間レビューの調査手順 

本中間レビュー調査は、『JICA事業評価ガイドライン（2004年1月：改訂版）』に基づきログフ

レーム（PDM）を用いた評価手法に沿って実施した。同評価ガイドラインによる評価は、以下

のとおり、4つの手順で構成されている。 

    

（１）プロジェクトの計画を論理的に配置したログフレーム（本プロジェクトにおけるPDM）

を事業計画としてとらえ、評価デザイン（グリッド）を確定する。 

（２）いくつかのデータ収集方法を通じ入手した情報をもとに、プロジェクトの現状を「実績・

実施プロセス」「因果関係」の観点から把握・検証する。 

（３）「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の5つの観点（評価5項目）か

ら、現在までに得られているプロジェクトの効果を評価する。 

（４）上記（1）～（3）を通じ、プロジェクトの成否に影響を及ぼしたさまざまな要因の特定

を試み、プロジェクトの残りの実施期間の活動に対しての提言を導出し、ログフレーム

（PDM）を改訂する。また、適宜教訓を抽出する。 

    

今回の中間レビュー調査は、ラオス側との間で合意したミニッツに別添されている英文の

PDM ver.0-1（2010年2月26日付）に基づいて行った。 

 

１－５－２ データ収集方法 

本中間レビュー調査では、実績の検証及び5項目評価の分析作業のために、定性的・定量的デ

ータを以下の方法で収集した。 

    

（１）既存資料レビュー 

ラオス及びわが国の政策文書、プロジェクトの事業関連記録・報告書、他開発パートナ

ーの事業関連資料、各種統計データやセクターのアセスメント資料等を参照し、主に妥当

性・実績についてのデータを収集した。 

 

（２）主要関係者へのインタビュー 

ラオスの母子保健分野及び当該プロジェクトの主要関係者を対象として、主に以下の表

内に示されたポイントを中心にインタビュー調査を行った。 
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表１－１ インタビュー対象者と聞き取りのポイント 

対象者 インタビューのポイント 備考 

保健省本省関係者 

（１）母子保健事業実施の現状、「統合サービス」導

入の現状、母子保健事業間の情報交換の可能

性、中央による関連研修の実施予定等について

確認 

基本的に個別インタ

ビュー 

日本人専門家 

（２）プロジェクトの進捗と介入による変化、活動実

施上の阻害・促進要因、郡レベル以下展開の可

能性、開発パートナー予算確保が困難である原

因等について確認 

個別インタビュー 

県保健局主要 
カウンターパート 

（３）プロジェクト介入による変化、活動実施上の阻

害・促進要因、母子保健活動予算確保の可能性、

開発パートナー予算確保が困難である原因等

について確認 

プロジェクトにおい

て同様の役割をもつ

関係者については一

緒に実施も検討 
県・郡レベル 
事業関係者 
 

（４）プロジェクト介入による変化、活動実施上の阻

害・促進要因等について確認 
県都にて集まっても

らい、グループインタ

ビュー 

開発パートナー 
及びCDSWC-2* 

（５）各事業の進捗とグッドプラクティス、郡・保健

センターレベルへの展開方法、研修支援の進

捗・今後の予定（UNFPA）、アウトリーチ予算
支援（WB、UNICEF）、交通・宿泊費の標準化、
中央との連携（CDSWC-2）等について確認 

基本的に個別インタ

ビュー 

*CDSWC-2：Capacity Development for Sector-wide Coordination in Health（Phase 2）：保健セクター事業調整能力強化（フェーズ2） 

 

（３）現場視察 

南部4県における調査期間中、母子保健サービス提供の現場視察を行った（訪問した施設

のリストは、付属資料３. 英文報告書 ANNEX-IIIを参照のこと）。 

 

１－５－３ データ分析方法・まとめ 

上述の収集方法により収集したデータに基づき、目標と実績のギャップやその阻害・促進要

因の分析を行い、さらに評価5項目の視点に基づくプロジェクトのレビューを行った。レビュー

チームによる調査結果は、日本側及びラオス側カウンターパートと合同でレビューされ、内容

について協議・確認したうえで最終報告書（案）にまとめられた。 
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第２章 調査結果 
 

２－１ プロジェクトの実績 

２－１－１ 投入実績 

表２－１は日本側、表２－２はラオス側による投入の計画（2010年3月R/D）と中間レビュー

調査時における投入の実績（2012年9月30日現在）を比較したものである（ただし、明記のある

場合は、その日付までのデータ）。 

 

表２－１ 日本側による投入（計画と実績の比較表） 

計画（2010年3月R/D） 実績（2012年9月30日現在） 

【長期専門家】   
・チーフアドバイザー 
・地域保健（看護・助産ケア） 
・地域保健（母子保健） 
・業務調整 

・チーフアドバイザー 
・母子保健（看護・助産ケア） 
・地域保健（母子保健） 
・業務調整/健康教育 
・地域保健（保健行政） 
・地域保健（母子保健サービス） 
・業務調整/組織連携 

［32人/月］
［21人/月］
［24人/月］
［24人/月］
［5人/月］
［6人/月］
［3人/月］

【短期専門家】  
・助産師 
・健康教育（IEC） 
・産婦人科 
・その他（必要に応じて） 

・健康教育（IEC） 
・施設設計 
・地域保健（保健行政） 

［1人/月］
［2人/月］
［2人/月］

（付属資料３．英文報告書 ANNEX-IVを参照のこと）
【カウンターパート研修】  
・必要な技術研修  ・管理者研修9名、4名 

・技術者研修5名 
（付属資料３．英文報告書 ANNEX-VIIを参照のこと）

【機材供与】   
1．車両 1．車両 202,800USドル
2．OA機器 2．OA機器 61,541USドル
3．IEC教材作成用機器 3．IEC教材作成用機器 84,928USドル
4．測定用機材 4．測定用機材 5,824USドル
5．分娩用機材 5．分娩用機材 41,791USドル
 6．研修用教材 5,036USドル
 合計：3,160万3,000円（401,920USドル：2012年8月現在）

JICA統制レート2012年9月 1ドル＝78.63円で換算。
（付属資料３．英文報告書 ANNEX-VIIIを参照のこと）

【在外事業強化費】  
・母子保健センター建設 
・マニュアル・研修教材  
・IEC教材 
・その他 

2010年度 107,557USドル     2011年度  195,093USドル 
2012年度 64,644USドル    （2012年9月現在） 

合計：2,888万円（367,293USドル）
JICA統制レート2012年9月 1ドル＝78.63円で換算

・在外事業強化費は、研修・ワークショップ、印刷費、出張費、

研修教材、IEC教材等に活用された。 
・母子保健センターの建設は未実施。 
 
（付属資料３．英文報告書 ANNEX-VI, IXを参照のこと）

出所：プロジェクト合意議事録（R/D）（2010年3月）、プロジェクトによる報告書（2010年5月～2012年8月）、中間
レビューチーム収集資料（2012年9～10月） 



 

－6－ 

表２－２ ラオス側による投入（計画と実績の比較表） 

計画（2010年3月R/D） 実績（2012年9月30日現在） 
【人材】 
（1）保健省 
・プロジェクトディレクター：衛生予防局長 
・プロジェクトマネジャー：母子保健センター長 
・プロジェクトのカウンターパート： 

1）全部局の職員：官房、組織人材局、計画財務局、
治療局、食品薬剤局、衛生検査局 

2）母子保健センター職員 
3）保健情報教育センター（CIEH）職員 
4）中央病院の職員：院長、副院長、各局長（総務課、
技術管理課）、母子保健課長 

5）保健科学大学：学長、副学長、教授陣、学科、各
局長（総務課、技術管理課）、母子保健課長 

【人材】 
（2）保健省 
    

プロジェクトディレクター、プロ

ジェクトマネジャー、特に衛生予

防局のカウンターパートは、十分

プロジェクト関連の業務に従事

した。 
 

以下の部局のプロジェクト業務

へのかかわり度合いは限定され

ていた。 
・組織人材局 
・計画財務局 
・治療局 
・食品薬剤局 
・衛生検査局 
・中央病院の職員 

 
（付属資料３．英文報告書 ANNEX-Vを

参照のこと）

（1）南部4県 
・県保健局職員：局長、副局長、各部長（総務部、技術管

理部）、母子保健課長 
・県病院職員：院長、副院長、母子保健課職員、産婦人科

職員、小児科職員 
・公衆衛生学校職員：学長、副学長、各部長（総務部、技

術管理部）、母子保健課長 
・郡保健局職員：局長、副局長、各部長（総務部、技術管

理部）、母子保健課長 
・郡病院職員：院長、母子保健課職員、産婦人科職員、小

児科職員 

（2）南部4県 
 
 

県レベルのカウンターパートは、

十分プロジェクト関連の業務に

従事した。 
 
 

郡レベルのカウンターパートは、

十分プロジェクト関連の業務に

従事した。 
 
（付属資料３．英文報告書 ANNEX-Vを

参照のこと）

【土地・建物・施設】 
・各保健局内での専門家の執務室、電気、水道、電話、事

務用家具などの運営費 
・研修・会議その他プロジェクトの活動に必要な施設、設

備 
・活動実施に必要なコスト 
・その他両者合意のもと必要とされたスペース 

【土地・建物・施設】 
以下の施設・設備が十分提供され

た 
・各保健局内での専門家の執務室

・研修・会議その他プロジェクト

の活動に必要な施設、設備1 
・電気、水道、電話、事務用家具

などの運営費やその他活動実

施に必要なコスト 
 

出所：プロジェクト合意議事録（R/D）（2010年3月）、中間レビューチーム収集資料（2012年10月） 

                                                        
1 ただし、プロジェクト資金でチャンパサック県保健局の会議室の施設・設備が改善された。 
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２－１－２ 活動実績 

表２－３にPDM（ver.0-1,2010年3月）に沿った、現在までの活動実績を示した（2012年8月現

在）。 

 

表２－３ プロジェクト協力によって実施された活動（計画と実績の比較表） 

計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

1.1 各県でオリエンテーション・ワ
ークショップを開催し、県レベ

ルMCH/EPIテクニカル・ワーキ
ング・グループ（TWG）を設立
する。 

◎ 1.1 オリエンテーション・ワークショップは案件開始前
に実施済み。 
・サラワン：2009年12月、WHO支援 
・他3県：2010年3月、CDSWC-支援 
母子保健技術作業部会（MNCH-TWG）は、案件開
始後に全県で設立済み。 

1.2 対象4県でMNCH事業に関する
基礎情報・データを収集する。 

○ 1.2 プロジェクト活動として、アウトカムレベルの基礎
データを収集することはしていない。保健省が定め

る統計指標の定期的な収集は支援しており、

MNCH-TWG及びセクターワーキンググループ
（SWG）を通じて管理している。 
セコン県、アタプー県においては健康教育イベント

にあわせて妊婦数データの収集、統合サービスアウ

トリーチの機会を通じて、妊婦数、5歳未満児数、
妊産婦死亡数、乳児及び5歳未満児死亡数のデータ
収集を開始したところ。 
2012年8月～9月に回答者記入式の質問票調査が実
施され、南部4県のすべての保健医療施設における
母子保健サービスの提供状況が把握された。 

1.3 対象4県において、県・郡レベ
ルの年間MNCH実施計画を策
定する。 

◎ 1.3 初年度から毎年全県全郡で作成している。 

1.4 中央MCHセンターで開催され
る県保健局MCH行政官を対象
としたMNCH事業管理に関す
る講師養成研修（TOT）に参加
する。 

× 1.4 中央の新母子保健センターは建設されておらず、中
央でこうしたTOTは開かれていない（外部条件を満
たさない）。 

1.5 県保健局は、MNCH事業管理に
関する研修を実施する。 

△ 1.5 以下のワークショップ及び研修が実施された。 
・全4県：1～3日間の計画策定ワークショップ（各
県3～4回） 

・セコン、アタプー県：2日間のモニタリング指標
に関する研修 

その他、MNCH-TWG/SWGが設置され、事業管理に
ついては、定期会合を通じて通常業務の中で能力強

化が行われている。 
今後は、事業管理面においてどのような研修ニーズ
があるか確定する必要がある。 
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計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

1.6 郡保健局（県保健局によって）
及びHC（郡保健局によって）
に対して、事業管理面からの訪

問指導を定期的に実施する。 

△ 1.6 県保健局から郡保健局に対して事業管理面からの訪
問指導活動が以下のとおり実施された。 
・セコン県：2011年3月（全4郡） 
・アタプー県：2011年4～5月（全5郡） 
その他、県保健局から郡保健局に対してサービス提

供、モニタリング指標、IEC活動に関する訪問指導
が以下のとおり実施された。 
・セコン、アタプー県：2012年5月（全郡） 
・チャンパサック、サラワン県：2011年、12年各3
回 

どういった分野にどの程度の頻度でこうした訪問
指導活動を実施すべきかについては、今後明確に定
義する必要がある。 

1.7 MNCH事業に関する情報・デー
タを管理する。 

○ 1.7 チャンパサック、サラワン県ではMNCH-TWGを通
じて、セコン、アタプー県ではSWGを通じてデータ
が管理されるようになった。 

1.8 MNCH事業に関する人材及び
研修のデータを管理する。 

○ 1.8 チャンパサック県では人材開発チームを通じて人材
及び研修の情報が管理されるようになった。サラワ

ン県ではラオス側が独自に実施している。セコン、

アタプー県は統合サービスアウトリーチ活動を実施

するのに必要な情報として母子保健課が収集してま

とめを作成した。 
今後、SWGモニタリングを通じて行われる予定。 

1.9 Minimum Requirements（MR）
活動を通じて、MNCHサービス
提供活動の計画・実施・モニタ

リングを実施する。 

△ 1.9 プロジェクト専門家により、サラワン県のみ支援を
行った。他県については、現時点ではかかわりはな

い。チャンパサック、サラワン県では母子保健課が

自分たちの責任範囲外という認識である。 
MR活動の適用の効用と実施妥当性について、再検討
されるべき。 

1.10 各対象県において、保健関係開
発パートナーを含む県保健局

定例会を開催する。 

◎ 1.10 全県で四半期に1度MNCH-TWG/SWGが定期開催
されている。チャンパサック県では開発パートナ

ーとの月例調整会議も定期開催されている。 
1.11 各対象県において、県保健局－

郡保健局の定例会を開催する。 
○ 1.11 チャンパサック、サラワンでは2011年までは当プロ

ジェクト支援によらず定例会議が開催されていた

が、セコン、アタプー県では非定期であった。 
プロジェクト実施後は、全県において年2回程度
MNCH-TWG、SWGに郡を呼んでいる。 

1.12 対象4県の間で、MNCH事業実
施に関する情報を共有する。 

◎ 1.12 半年に1度4県合同会議を開催し、母子保健事業に関
する情報交換を実施している。 

1.13 対象4県において、中央レベル
職員とともにMNCH事業をモ
ニタリングする。 

○ 1.13 中央と県の合同によるモニタリングは4県合同会議
の場でのみ実施している。各県母子保健技術作業

部会議事録は中央に送られ、共有されている。 
なお、母子保健センターが経常的活動として実施
している県や郡への母子保健サービスの技術的訪
問指導活動は、本プロジェクトの活動として想定
しない。 
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計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

1.14 中央MCHセンターで開催され
るMNCH事業に関する定例会
に参加する。 

× 1.14 中央MNCHN-TWGにはチーフアドバイザーのみ不
定期に出席するにとどまっている。 
当初、県から見学目的の参加を予定していたが、
県MNCH-TWGの方が進みが早く、見学の必要がな
くなった。中央MNCH-TWG以外の非定期な会議に
は、県保健局が当案件の支援とは関係なく出席し
ている。 

    

計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

2.1 保健医療スタッフのMNCHサー
ビス提供に関する態度や行動に

ついての調査を実施する。 

× 2.1 人材不足から意味のある調査結果が見込めず、また
実施しても労力に見合う結果が得られる見込みがな

いため実施していない。単一プロジェクトでこの規

模の調査を実施するのも適切ではないとのプロジェ

クトの判断も未実施の理由。 
2.2 県保健局及び県病院の指導者

を対象として、「MNCH 1stレベ
ル・コア・サービス*」研修の
TOTを実施する。 

△ 2.2 母子保健基礎サービス研修については、決定された
カリキュラムのなかにTOTは存在しない。 
当案件から、TOTとしてではなく県、郡スタッフへ
実施し、保健センタースタッフへの指導が円滑にい

くように工夫した。 
Midwifery TOTについては支援の可能性を検討する
予定。 

2.3 現任の保健医療スタッフを対
象として、「MNCH 1stレベル・
コア・サービス」研修を実施す

る。 

△ 2.3 当初、各県での実施を想定していたが、チャンパサ
ック県で県・郡対象の研修を1回実施したのみ。 
なお、他県の郡病院タイプB及びHC職員は、他の開
発パートナーによって支援されたか、支援される予
定。 

2.4 中央MCHセンターで開催され
る県保健局MCH行政官を対象
とした「MCH/EPI統合アウトリ
ーチ」に関するTOTに参加する。 

× 2.4 世銀の支援により既に実施済みであったため、実施
していない。 
代わりに（実際の事業化に至っていなかったため）

県保健局に対し、郡・HCに対する統合アウトリーチ
研修を実施できるように技術支援した（セコン、ア

タプー県）。 
今後、チャンパサック、サラワン県に対して支援予
定。 

2.5 保健センター（HC）スタッフを
対象として、「MCH/EPI統合アウ
トリーチ」に関する研修を実施

する。 

◎ 2.5 セコン、アタプー県にて実施済み。チャンパサック、
サラワン県でもこれから実施予定（当案件は主に技

術支援、財政支援は他開発パートナー［UNICEF,
CESVI］）。 
今後、チャンパサック、サラワン県に対して支援予
定。 

2.6 助産師育成コースにおける臨
床実習をチャンパサック県病院

で行う。 

× 2.6 MdM（NGO）が入っており、重複を避けるため、こ
れまで当案件としては実施していない。 
今後もMdMが支援するのであれば、活動から削除す
ることを検討。 

*：初期周産期救急、妊婦・褥婦健診、必須新生児ケア、家族計画、総合的小児疾患管理の5種類のコース 
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計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

2.7 県・郡病院の現任医師/補助医師
を対象とした正常分娩ケア・緊

急産科ケアに関する臨床実習を

チャンパサック県病院で実施す

る。 

× 2.7 保健省によるBeMONC研修モジュールの改訂を待
っており、いまだ実施していない。（最近完成した）

今後、その研修内容に沿って支援する。 

2.8 保健医療スタッフに対して、技
術的な面からのフォローアップ

指導を定期的に実施する。 

△ 2.8 セコン県において健康教育イベントに合わせて郡に
対するフォローアップ指導が1回のみ実施された。ま
た、チャンパサック、サラワン県では、健康教育ワ

ークショップの機会を使ってフォローアップ指導を

行った。 
今後、適切なフォローアップの方法を検討し、実施
していく予定。 

    

計画（2010年3月R/D） 
実績（2012年9月30日現在） 

◎：よくできている活動、○：大体できている活動、 

△：間接的にはできている活動、×：実施できていない活動

3.1 MNCHサービスに関する地域住
民の意識調査（KAP調査）を実
施する。 

× 3.1 人材不足から質の高い調査結果が見込めず、単一プ
ロジェクトでこの規模の調査を実施するのも適切で

はないとのプロジェクトの判断から実施していな

い。知識・態度・行動の「行動」部分はプロジェク

ト目標レベルの指標で入手可能。 
3.2 各対象県において、MNCH事業

実施に関する情報を県政府、女

性同盟、青年同盟、MCH委員会、
関係地方組織などと共有する。 

○ 3.2 母子保健技術作業部会に保健セクター外の関係機関
を招待している。イベント開催や村の情報収集でこ

れら関係機関と協力している。 

3.3 保健省 保健情報・教育センタ
ー（CIEH）と連携して、県・郡
保健局 IEC課は IEC活動の計画
を策定する。 

◎ 3.3 チャンパサック、サラワンではイベント開催のため
のハンドブックを作成した。作成にあたり保健省 保
健情報・教育センター（CIEH）の協力を得た。各県
とも郡におけるイベント開催の方針をもっており、

郡はそれに基づき開催計画を立てている。 
県レベルの能力は十分であり、今後は中央（CIEH）
からの技術的投入はさほど必要ない。 

3.4 各対象県でIEC活動（イベント
など）を定期的に実施する。 

◎ 3.4 全県ほぼ全郡で定期的なイベント開催が行われてい
る。チャンパサック、サラワン県は保健センターへ

既に展開している。アタプー県は郡レベルへの展開

が始まったところである。 
出所：プロジェクトによる中間レビュー調査団向け作成書類（2012年9月） 

記：Italicsは今後の活動に関する記載。 

 

全4県において、県ごとのニーズに応じてスピードや活動の種類に多少の違いはあるものの、

計画されていた活動についてほとんどが実施を完了したかまたは実施が開始されている。 

アウトプット1の活動は、順調に進んでおり、特に統合母子保健年間活動実施計画の策定やモ

ニタリングの部分の進捗が良好である。ただし、保健省が担当している活動については、実施

されなかったものが多い。 

アウトプット3の活動は、2年次に活動が活発となり、チャンパサック及びサラワンの2県では

既に保健センターレベルで活動が展開されている。アウトプット2については、進捗の遅れた活



 

－11－ 

動や、活動を変更すべき項目が散見された。 

これら進捗の遅れのほとんどは、プロジェクトの影響力が限定されている要因によるもので

あり、例えば保健省側でまとめていた標準研修モジュールの策定の遅れ、他の開発パートナー

が資金供与約束をしている活動への拠出の遅れ、保健省が担当している活動実施の遅れなどが

挙げられる。 

こうした遅延により実施されなかった活動のなかには、既にプロジェクトの活動として必要

ないものや不適切なものもあり、特にアウトプット2は、他の開発パートナーによる資金供与が

確定しているものが多くある。したがって、根本的にアウトプット2の活動をレビューし、プロ

ジェクトの役割・担当部分をきちんと反映した形に改定する必要がある。 

また、保健医療従事者や住民（サービスの潜在的利用者）を対象とした2件のKAPサーベイが

計画されていたが、調査自体に必要な労力が多い割には、プロジェクトの支援内容に大きな変

更をもたらす結果が見込めないとの専門家の判断から、実施を見送っている。 

 

２－１－３ アウトプットの達成度 

表２－４は、プロジェクトの進捗度合いをPDM ver.0-1によるアウトプット指標で示したもの

である。 

 

表２－４ アウトプットの達成度合い（2012年9月現在） 

アウトプット要約 指標（PDM ver.0-1） 達成度合い 
アウトプット1 
 
県・郡保健局によってMNCH
事業が適切に運営管理され

る。 

（1）県保健局は、年2回、
XX％以上の郡保健局
を訪問指導する* 

・ 2011年、2012年に、すべての郡保健
局が年最低1回、母子保健サービスに
関する何らかの側面で指導を受けて

いる。 
・ 母子保健プログラムの管理に関する

訪問指導が四半期に1度県保健局に
よって実施されている。 

（2）HCは、年4回、XX％以
上の対象村に対して、

アウトリーチ活動を行

う 

ベースラインも現時点のデータもこの指

標どおりのデータ入手は不可能。 
・ 代替指標：保健センターの57％がア

ウトリーチ活動の「フルパッケージ」
2を実施している（松井専門家指導に

よる調査、2012年9月）。 
（3）母子保健事業に必要な

機材・医薬品を備えてい

る郡病院（全23病院）及
び保健センター（全144
センター）の割合が、対

象4県でXX％以上に達
する* 

・ 多くの保健センターでは、妊婦・新
生児を救命するための基礎的な機材

や薬剤が不足していた（松井専門家

指導による調査3、2012年9月）。 

   
 
 
 

                                                        
2 ただし、フルパッケージと統合サービスは同義でなく、これが終了時評価指標として適切か否かは慎重に検討する必要がある。 
3 機材・医薬品の整備状況にかかる詳細は松井専門家指導による調査結果を参照のこと。 
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アウトプット要約 指標（PDM ver.0-1） 達成度合い 
アウトプット2 
 
母子保健統合サービスに関

する能力が向上する。 

（1）当該プロジェクトで計
画された研修コース（母

子保健基礎サービス研

修、母子保健統合アウト

リーチなど）のXX％以
上が実施される* 

プロジェクトの活動の成果を測る指標と

して不適切であると判断されたため、デ

ータの収集は実施されていなかった。具

体的な説明は以下の2点： 
1）SBA開発計画（The SBA Development 
Plan）のもとプロジェクトによって
計画された研修はごく一部であった

こと 
2）県/郡保健局で計画された研修計
画を重視したいというプロジェクト

のスタンス 
（2）母子保健サービスの提

供に関して、保健医療ス

タッフの態度や行動に

望ましい変化が生じる*

ベースラインも現時点のデータも入手不

可能。 
中間レビュー調査時点でサーベイは実施

されていない。 
アウトプット3 
コミュニティや地域組織と

連携して、母子保健統合サー

ビスの活用が促進される。 

（1）地域住民の母子保健サ
ービスに対する知識、態

度、行動（KAP）が改善
される* 

ベースラインも現時点のデータも入手不

可能。 
中間レビュー調査時点でKAPサーベイは
実施されていない。 

出所：プロジェクトによる報告書（2010年5月～2012年8月）、中間レビュー調査チームに対する提供資料（2012年9

～10月） 
記：星印（*）のついた指標については、プロジェクトがより適切な指標へとの改定を希望している。 

 

表２－４からもわかるように、現在のPDM ver.0-1のアウトプット指標のレビューから、プロ

ジェクト成果の把握は難しい。これは、いくつかの指標データが入手不可能であること、指標

自体がプロジェクトの成果を測るために不適切であることが理由である。したがって、中間レ

ビューチームは、指標データに加えて追加的な定性・定量データを収集し、そのデータをもと

にアウトプットの達成度合いを判断した。  

 

アウトプット1：県・郡保健局によって母子保健事業が適切に運営管理される。 

アウトプット1の指標： 

・県保健局は、年2回、XX％以上の郡保健局を訪問指導する。 

・HCは、年4回、XX％以上の対象村に対して、アウトリーチ活動を行う。 

・母子保健事業に必要な機材・医薬品を備えている郡病院（全23病院）及び保健センター（全

144センター）の割合が、対象4県でXX％以上に達する。 

アウトプット1は、「母子保健統合サービス戦略」の「戦略的目標1（SO1）：母子保健プログラ

ム実施のためのリーダーシップ、ガバナンス及び管理能力を改善する」に呼応している。 

母子保健プログラムの管理を改善するプロジェクトの介入によって、県保健局のリーダーシ

ップ、管理能力及びプログラム実施に対するオーナーシップの面で、顕著な進展が観察された4。

しかしながら、こうした定性的な変化は、PDM ver.0-1の指標では測ることができない。 

    

                                                        
4 この点について、県保健局と業務面でかかわりの深い多くの関係者（母子保健センター職員、JICA専門家、県レベルに拠点

を置く開発パートナー職員など）が一貫して同様の意見をもっていた。 
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（１）リーダーシップ・オーナーシップ・管理能力にかかる定性的な変化 

プロジェクト支援開始以前では、県/郡保健局では、年間計画を保持していないか、もし

くは開発パートナーや中央保健省による資金援助が予定された活動のリストを保持するの

みであった。こうした「計画」は、保健局内各課で別々に管理されていた（例：拡大予防

接種課や母子保健課は別々の計画のもと別々に活動を実施していた）。現在は、「母子保健

統合サービス戦略」の戦略目標に沿って、母子保健プログラム全体の年間活動実施計画を

作成している。セコン県とアタプー県においては、2年目から保健セクター全体の年間活動

実施計画を策定するようになった。 

こうして統合された年間活動実施計画に基づいて、四半期ごとのモニタリングも実施さ

れるようになった。モニタリングの過程では、活動進捗と指標達成度の両方の視点からレ

ビューし、強みと弱みの分析をし、次期計画への活動課題の導出ができるようになった。

これらのプラン・ドゥ・チェック・アクト（PDCA）サイクルは、県保健局の関連する複数

の課が合同で実施しており、開発パートナーの参加もある。さらに、第1年目の年間活動実

施計画のなかでは、資金未獲得の活動に対してCESVI（イタリアのNGO）やUNICEFなどの

開発パートナーが資金を拠出したケース、また、各開発パートナーが策定する二者間協定

（Memorandum of Understanding：MOU）の協議に第2年目の年間活動実施計画が活用される

ケースが確認された。これは、年間活動実施計画が追加資金獲得のためのツールとして活

用され始めたことを意味する。 

これら運営管理面での成果に対する貢献要因として、 

①プロジェクトによって考案された年間活動実施計画が、誰が見ても明確な枠組みであ

ったこと（共有しやすいフォーマット） 

②他の県から教訓を共有する機会が与えられたこと 

③県レベルに拠点を置いている開発パートナーが協力的であったこと 

④南部に拠点を置いているプロジェクト専門家によって継続的な技術支援が得られたこと 

などがカウンターパートによって挙げられている。 

 

（２）県保健局による郡保健局への運営管理面での訪問指導 

プロジェクト専門家による技術支援の結果、県保健局は定期的（四半期）に活動進捗と

指標達成度の両方の視点から県統合母子保健年間活動実施計画のモニタリングを実施する

ようになった。モニタリングで使用されている目標指標は、「母子保健統合サービス戦略」

に示されたものと合致している。さらに、同様の統合計画の策定やモニタリングの実施は、

郡保健局レベルにも展開され、県保健局によって定期的に訪問指導が実施されている。た

だし、訪問指導の内容はいまだ改善の余地がある。 

こうした県/郡レベルの運営管理プロセスにおいて、プロジェクトの実質的な貢献部分は、

県全体の母子保健活動の計画・実施・モニタリングまでの一連の過程を、国家計画に沿っ

た形でより体系的に、統合的に、定期的に実施できるシステムを定着させたことにあると

いえよう。 

 

（３）統合サービスのアウトリーチ活動 

「統合サービスのアウトリーチ “Integrated Outreach”」とは、アクセスの困難な村落を対
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象に四半期ごとに実施されている既存のEPIアウトリーチのサービス提供経路に母性保健

のコンポーネントを加えることを示し、サービスの早期普及を狙う「母子保健統合サービ

ス戦略」の中核戦略となっている。 

2012年9月の時点で、57％の保健センターがアウトリーチ活動実施の際に、「フルパッケ

ージ5」と称される物資を携帯していることが、プロジェクト専門家による調査で分かって

いる。なお、この「フルパッケージ」が、必ずしも妊婦検診、産前検診（Antenatal Care：

ANC）及び産後検診（Postnatal Care：PNC）サービス、子どもの成長モニタリング、乳幼児

の急性栄養失調のスクリーニングなどのサービス提供を含むとは限らない。また、それ以

外の保健センターでは、子どものワクチン、駆虫剤、ビタミンA剤のみを提供しており、サ

イトによって避妊法、妊婦への鉄剤/葉酸配布も扱っている。しかしながら、20％を超える

施設において、子どものワクチン接種のみで、駆虫剤やビタミンA剤の配布もなく、ワクチ

ンさえ全種持参していない施設も存在する（短期専門家作成資料、2012年9月）。 

しかしながら、こうした現状はプロジェクトの成果を得たものではなく、どちらかとい

えば介入前の現状といえる。2012年の3月から8月にかけてセコン及びアタプー県において、

郡保健局/病院及び保健センター6の職員を対象に統合サービスのアウトリーチ活動の実施

方法に関する研修を実施したが、本格的な活動の実施はこれからである。また、同様の研

修は、チャンパサック及びサラワン県ではいまだ実施されていない。さらに、2012年に入

ってから世銀のアウトリーチ活動資金の拠出が遅延7しており、ほとんどの郡において第1

ラウンド目のアウトリーチ活動が一度実施できたのみにとどまっている。  

 

（４）医療機材と医薬品の安定供給 

プロジェクトの意図は、これら母子保健関連物資・医薬品の調達・配布ではなく、その

運営管理能力向上に対する技術支援を提供することである。しかしながら、現時点のPDM

では、この問題に直接的に対処する活動は含まれていない。ただし、医療器材と医薬品の

安定供給は、統合母子保健サービスの提供及びその成果の獲得に根本的にかかわってくる

問題であることに変わりはない。 

プロジェクト活動の一環として、2012年8～9月、南部4県における母子保健サービス提供

の現状を把握するための回答者記入式質問票調査8が実施された。その結果、以下の点が明

らかとなっている。 

１）保健センターのなかには、基礎的な物資やワクチンが常備されていない施設も存在す

る。 

２）多くの保健センターは、緊急時の妊産婦や新生児救命のための基礎的機材や医薬品を

                                                        
5 短期専門家の調査で定義された「フルパッケージ」とは、1）5つのワクチン［①破傷風②結核③三種混合-B型肝炎-インフル

エンザ④流行性耳下腺炎-風疹⑤ポリオ］、2）子どもの駆虫剤&ビタミンA剤、3）妊婦の鉄剤/葉酸、4）家族計画4種［経口避

妊薬2種、注射、コンドーム］を指す。 
6 保健センター保健センターレベルの職員に対する研修は、プロジェクトによる技術支援とCESVIとUNICEFによる資金供与を

得て、共同で実施された。 
7 遅延の主な理由は、①第1ラウンドの財務報告が基準を満たしていなかったこと、②UNICEFから世銀に資金源が移ったこと

で、県保健局の計画財務課や母子保健課が変更点にきちんと対応できなかったことなどが挙げられた。 
8 2012年8月～9月にかけて、JICA短期専門家の支援を受けて回答者記入式の質問票調査が南部4県の全施設を対象に実施された。

調査のスコープには①労働力（配置、研修、フォローアップ）、②インフラ（施設、機材、医薬品/物資）を含むが、管理（計

画、財務、ロジスティクス）や人口・疫学データを用いたサービス需要側の現状分析は含まれていない。 
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保持していなかった（以下の常備がある保健センターの割合：オキシトシン55％、硫酸

マグネシウム13％、ジアゼパム34％、新生児蘇生用バッグ/マスク9％）。 

この点については、今後アウトプット2の成果に影響するところ、アウトプット1でも注

視していく必要があり、必要に応じて県保健局の強化も必要となろう。 

こうした現状を踏まえて、アウトプット1の管理能力強化に関して今後さらに改善が必要

な項目として、①県保健局から郡保健局に対する訪問指導の内容・質（計画策定、モニタ

リング、評価のやり方、データ収集）、②サービス受療率向上のための活動の効果のより深

い分析、③フォローアップの確実な遂行、④統合サービスのアウトリーチ活動導入とその

過程を管理するためのリーダーシップ（ドナー資金の獲得・管理を含む）が挙げられる。 

 

アウトプット2：保健医療サービス提供者の母子保健サービスに関する知識・技術が向上

する。 

アウトプット2の指標： 

・当該プロジェクトで計画された研修コース（母子保健基礎サービス研修、母子保健統合

アウトリーチなど）のXX％以上が実施される。 

・サービスの提供に関して、保健医療スタッフの態度や行動に望ましい変化が生じる。 

アウトプット2は、「母子保健統合サービス戦略」の「戦略的目標2（SO2）：保健サービス

提供の効率と質を強化する」に呼応している。 

表２－４内で記載したとおり、アウトプット2の指標は入手できなかった。したがって、

代替指標となり得るデータに基づき、以下のとおり達成度合いについて記述する。 

    

（１）研修コースの実施率 

計画された研修のうち実施されたコースの割合（指標）を県レベルで入手するのは困難

であった。その理由として、母子保健関連の研修コースのほとんどが中央レベルで計画さ

れ、他の開発パートナーによって予算計上されていること、県レベルにおける人材の研修・

配置に関する記録の管理体制が弱いことが挙げられる。2009年から現在までの間、SBA開発

計画（2008～2012：The SBA Development Plan）に基づくものや、統合アウトリーチサービ

スの促進をめざす数々の研修活動が実施されており、他の開発パートナーに支援されたも

のがそのほとんどを占めている（以下、表２－５、図２－１を参照）。 

 

表２－５ 地域助産師資格の訓練、及び母子保健基礎モジュールを受講した医療従事者数 

県 名 

訓練を受けた医療従事者 
【参考】 

 

郡病院/保健セン

ター数 

母子保健基礎サービス研修 

地域助産師
モジュール 

［1］［2］［3］

または［4］［5］

全5 

モジュール 

チャンパサック 29 5 29 10/64 

サラワン 61 5 18 8/53 

セコン 19 3 14 3/18 

アタプー 18 4 17 4/31 

出所：県保健局記録（2012年9月） 

記：訓練された地域助産師の配置された保健施設の数/割合に関する情報は、各県の母子保健課から入手できなかっ

たため、参考として施設数を右欄に示した。 
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出所：チャンパサック保健科学大学提供資料（2012年9月） 

注：サラワン県では、カムアン県公衆衛生学校においても職員を研修させているため、ここでは受講者数は過少評

価されている。 

図２－１ 母子保健基礎モジュール1～3を受講した医療従事者の 

配置がある保健センターの割合 

 

上記のほかに、統合母子保健サービスアウトリーチに関するTOT訓練が世銀の支援下で既

に実施されていた。 

これら過去に集積された研修の成果が確実にサービスに転換されるよう、本プロジェク

トは研修と統合サービスアウトリーチのサービス提供自体の間にあるギャップを埋めるこ

とを意図して活動を展開した。すなわち、他の開発パートナーでカバーされていなかった

以下の部分で貢献した。 

①過去の研修受講記録を収集・整理し、研修のギャップを洗い出し、より精度の高い人

材研修計画の策定を試みた。 

②他の開発パートナーが支援していない県保健局・県病院/郡病院（A）の職員21名に対

し、母子保健基礎サービス研修（モジュール［1］～［3］）を支援した。 

③「統合母子保健サービスアウトリーチ：郡保健局及び保健センター職員向け実施手順

書」を策定した。 

④セコン及びアタプー県において、県/郡病院及び保健センターの職員157名9に対して、

統合母子保健サービスアウトリーチ実施のための訓練を提供した。 

4県において研修ニーズの同定を支援した際、チャンパサック県保健局においては、短期

研修の受講生の選択及びフォローアップ（研修後の配置と支援的訪問指導）を意図した人

材開発チームが組成されるなど一歩踏み込んだ試みがなされている。 

 

（２）統合母子保健サービスの改善 

統合母子保健サービスを改善するための活動に対するプロジェクトの支援は、現時点で

                                                        
9 保健センターレベルの受講者（130名）は、CESVI及びUNICEF資金により支援を受けた。 これは、保健センターレベルにお

いて、JICA資金の拠出手続きが難しかったことによる。JICA事業は、この研修に対して技術的な支援を提供した。  
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は部分的な実施にとどまっている。現在に至るまで、県保健局はEPIや母子保健プログラム

などの枠組みのなかで技術的な側面から（別々に）訪問指導を行っており、その他治療・

予防系のプログラムに関する訪問指導活動も存在する。これには、中央の母子保健センタ

ーが県/郡保健局と共同で実施する年2回の定期訪問指導活動も含まれる。これらの訪問指導

活動は、体系的に統合された形でかつ定期的に実施されているとはいい難い。県/郡保健局

は、車両や時間の面で訪問指導活動が限定されているなか、今後母子保健サービスに対す

る技術的な訪問指導活動を展開するにあたり、その実施効率と内容を改善する余地はある

と考えられる。 

 

（３）保健医療スタッフの態度や行動 

母子保健サービス提供の際の保健医療従事者の態度や行動を改善するため、プロジェク

トでは「統合母子保健サービスアウトリーチ：郡保健局及び保健センター向け実施手順書10」

の策定を支援した。この実施手順書は、「統合母子保健サービスアウトリーチガイドライン

（MoH, 2010）」の内容に即したものであるが、この「手順書」を作成したことで、現場で

統合母子保健サービスを適用するにあたり、サービス提供者に対して明確かつ具体的な理

解が促進され、責任分掌の提示が可能となったといわれている。セコン及びアタプー県の

保健センターのなかで十分な職員数がある一部の施設では、統合母子保健サービスの提供

をアウトリーチ活動に適用し始めている。 

これらの現状を受けて、今後アウトプット2で取り組むべき項目として、①SBA開発計画

で規定された研修や統合母子保健サービスの提供にかかる研修への継続支援、②統合母子

保健サービスの適用に向けた技術支援（アウトリーチと定点の両方）、③研修を終えた医療

従事者のフォローアップ（適切な施設への配置と技術面での訪問指導）が挙げられる。 

 

アウトプット3：さまざまな組織と連携して、母子保健事業のための住民啓発が強化され

る。 

アウトプット3の指標： 

・地域住民の母子保健サービスに対する知識、態度、行動（KAP）が改善される。 

アウトプット3は、「母子保健統合サービス戦略」の「戦略的目標3（SO3）：母性・新生児・

小児保健のために個人・家族及びコミュニティの参加を促進する」に呼応している。 

アウトプット3の指標データは、KAPサーベイが実施されなかったため入手できなかった。

KAPサーベイが実施されなかった理由には、一定の質のデータを得るためには人材が不足

していること、またこれだけの規模のサーベイを単一のプロジェクトで実施することが不

適切と判断されたことにある。したがって、このアウトプットの達成度合いをみるために、

中間レビューチームは代替データを収集した。 

概して、健康教育活動の開催頻度は大幅に改善し、県及び郡レベルの健康教育チームの

能力レベルと自信の度合いは強化・改善されたことが観察された。プロジェクト介入以前

は健康教育活動の頻度は低く、資金の有無に大きく左右されて体系的に実施されていなか

った。プロジェクトは、イベントベースのシステムを導入し、あらかじめ決められた期日

                                                        
10 これは、プロジェクト専門家の技術支援により、2012年3月にセコン及びアタプー県保健局が共同で開発したもの。 
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に、決められた村落から妊産婦やそのパートナー、5歳未満児をもつ母親を施設に招待し、

健康教育だけでなく母子保健サービスを併せて提供した。 

チャンパサック及びサラワン県においては、定期的な健康教育イベントがそれぞれ2010

年9月、2011年3月に導入され、まずは妊産婦とそのパートナーを四半期に1度、県/郡病院に

招待してサービスを提供していった。県/郡保健局は、さらに保健センターのスタッフを訓

練し、保健センターレベルにもこの活動を拡大した。すべての施設において、2010年9月か

ら2012年9月までの間、1回から4回、健康教育イベントが実施されるようになった11。他の

開発パートナー（CESVI 及び MdM12）は、保健センターレベルの活動を資金援助している。 

セコン及びアタプーでは、同様の活動がヘルス・プロモーション・デー（Health Promotion 

Day：HPD）として13 2011年10月に導入され始め、県/郡病院においてZoneゼロ（病院が定

点サービスでカバーする地域）の妊産婦とそのパートナー（夫）、5歳未満児の子どもをも

つ母親がその主要対象となっている。HPD活動は、県/郡保健局の自己資金で賄っている。

なお、セコンでは月に1度、アタプーでは四半期に1度の実施が基準となっており、施設に

よってその実施率には差がある。表２－６は、健康教育＋母子保健サービスのイベントに

参加し、サービスを受けた人数を示したものである。 

 

表２－６ 健康教育＋母子保健サービスイベントの参加・利用者数 

（2010年9月～2012年9月） 

県名 

健康教育 

イベントに参加

した女性数 

健康教育 

イベントに参加

したパートナー

（夫）数 

会場で妊婦検診

を受けた女性数 

会場で健康診断

を受けた 

5歳未満児数 

チャンパサック 1,981 502 1,981 n/a 

サラワン 2,044 725 2,044 n/a 

セコン 2,877 414 671 1,716 

アタプー 1,115 125 134 344 
出所：県保健局記録（2012年9月） 

記：チャンパサック及びサラワン県では妊産婦とそのパートナーを対象とし、セコン及びアタプー県では5歳未満

児をもつ母親や他妊娠可能年齢の女性も招待している。 

 

さらに、セコン及びアタプー県では2012年のはじめから、サービス利用者の拡大をめざ

し、統合サービスアウトリーチに健康教育と合わせた活動を試行し始めた。 

アウトプット3における今後の課題として、①セコン及びアタプー県において健康教育活

動を保健センターレベルまで拡大すること、②健康教育＋サービス提供の活動の質を、支

援的訪問指導を通じて一定に保つこと、③村落や地域組織との効果的な協働体制を考案す

ること（村落保健ボランティアへの訓練等）が挙げられる。 

                                                        
11 定期的な健康教育+母子保健サービスイベントの導入時期は県によって差がある（チャンパサック 2010年9月、サラワン2011

年3月、セコン及びアタプー2011年10月）。 
12 ただし、MdMはチャンパサック県の2郡のみを対象地域としている。 
13 チャンパサック及びサワラン県で実施している健康教育イベントも、セコン及びアタプー県で実施しているヘルス・プロモ

ーション・デーも、健康教育だけでなく、その場で統合母子保健サービスの提供をしている。地域住民組織との協力で事前

に作成された「妊婦さんリスト」に基づき、妊婦とそのパートナーに招待状を通じて来てもらう形式をとっている。 
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２－１－４ プロジェクト目標の達成度見込み 

プロジェクト目標：南部4県における母子保健（MNCH）サービスの受療率が向上する。 

表2-7は、PDM ver.0-1による指標に基づき、中間レビュー時点におけるプロジェクト目標の達

成度合いを示したものである。 

 

表２－７ プロジェクト目標の達成度合い（2012年9月時点） 

プロジェクト目標指標 

ベース 

ライン 
指標値の変化 

2008/09 

（Oct.-Sept.）

2009/10 

（Oct.-Sept.）

2010/11 

（Oct.-Sept.）

2011/12 

（Oct.-Jun.）

ANC（4回）受

診数が対象4県

で2倍に増加す

る 

チャンパサック 21％ 23％ 24％ 27％ 

サラワン 34％ 16％ 20％ 19％ 

セコン - 12％ 16％ - 

アタプー 10％ 11％ 18％ - 

施設分娩数が

対象 4県で 2倍

に増加する 

チャンパサック 24％ 17％ 18％ 19％ 

サラワン 22％ 22％ 21％ 23％ 

セコン 17％ 18％ 20％ - 

アタプー 9％ 11％ 12％ - 

1歳未満児（9～

11カ月）の麻疹

ワクチン接種

率が対象4県で

XX％以上に達

する 

チャンパサック 45％ 61％ 63％ 48％ 

サラワン 67％ 69％ 65％ 46％ 

セコン 46％ 66％ 59％ - 

アタプー 70％ 67％ 66％ - 

出所：県保健局MNCH-TWGモニタリング指標リスト 2012年9月、10月  

 

2009/10～2011/12年の指標データ（ラオス年度：10月～9月：ただし2012年は6月まで）から、

母子保健サービス普及度合いに顕著な増加は見てとれない。しかしながら、対象地域における

サービス提供への介入が始まる以前の2010/11年10～6月と介入後数カ月の2011/12年10～6月で

比較すると、いくつかの母性保健データに若干の増加が確認できる（図2-2～図2-5を参照のこと）。

その一方、同時期比でEPIの指標は減少している。このように、上述のアウトプットで得られた

成果は、サービス普及の指標にいまだ顕著な影響を与えていない。 
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図２－２ 母性保健指標（抜粋）の比較 

（2010/11年9～6月と2011/2012年9～6月） 

チャンパサック県 

図２－３ 母性保健指標（抜粋）の比較 

（2010/11年9～6月と2011/2012年9～6月） 

サラワン県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 母性保健指標（抜粋）の比較 

（2010/11年9～6月と2011/2012年9～6月） 

セコン県 

図２－５ 母性保健指標（抜粋）の比較 

（2010/11年9～6月と2011/2012年9～6月） 

アタプー県 

出所：県保健局データ（2012年10月） 

 

この理由として考えられるのは、①保健施設データの質が悪いこと（データの欠損やエラー）、

②アウトリーチ活動予算のドナーからの確保が遅れたこと、③訓練を受けた助産師や他の医療

従事者の一部が適切な配置を受けなかったこと（継続教育もしくは異動）、もしくは④潜在的な

サービス利用者の獲得がうまくいっていないこと、などである。 

これらを考慮して、今後の課題としては、①さらなる管理能力の強化（特に、問題解決のた

めのフォローアップの確実実施、データの改善、ドナー資金の確保、人的資源管理）、②アウト

リーチ及び定点サービスを通じたサービスの拡大、③施設の利用者が再度施設に戻るようサー

ビスの質を確保すること、④家族や妊産婦・母親に対して、母子保健サービス利用の利点につ

いて、さらなるプロモーションの努力を進めることなどが挙げられる。 

 

２－２ プロジェクトの実施プロセス 

２－２－１ 計画と合致する度合い 

本プロジェクトでは、「母子保健統合サービス戦略」に調和化されたプロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）（ログフレーム）を策定していたが、PDMやそれに基づく活動計画（PO）
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は、プロジェクト実施関係者の間でほとんど使用されていなかった。これには、本プロジェク

トの方針として、各県保健局が自分達で「母子保健統合サービス戦略」に沿った活動実施計画

を策定する過程を側面支援してきたという背景があり、これは適切な対応であったといえる。

PDMの目標が「母子保健統合サービス戦略」に調和化されていたことから、結果的にはほとん

どの活動がPDM ver.0-1に沿って実施されていた。プロジェクトはプロジェクトをとりまく状況

や内部の状況の変化や需要に対応しながら、活動レベルの調整を随時行ってきたが、それらの

対応についてもおおむね適切であったと判断できる。 

 

２－２－２ 活動の進捗度合い 

プロジェクト開始から2年間は、ほとんどの活動がアウトプット1（戦略的目標1（SO1）：母子

保健プログラム実施のためのリーダーシップ、ガバナンス及び管理能力を改善する）に集中し

ていた。2年目からアウトプット3（戦略目標3（SO3））が開始されて軌道にのり始めたが、アウ

トプット2（戦略目標2（SO2））のいくつかの活動も実施に移された。上述のとおり、一部の活

動実施が遅れた背景として、他の開発パートナーの資金の獲得や、中央で計画された研修の実

施が遅延したことがある。これらの問題は、現在関係者の間で対応されたか、対応が進んでお

り、中間レビュー後、まもなく活動が開始できることが期待されている。 

 

２－２－３ 事業管理と意思決定の体制 

本プロジェクトでは、単一プロジェクトの合同調整委員会を設置せず、中央の母子保健・栄

養技術作業部会（MNCHN-TWG）が意思決定主体として機能することになっている。ほとんど

のプロジェクト関連の活動は県レベルにおいて、県の母子保健技術作業部会（MNCH-TWG）も

しくはセクターワーキンググループ（Sector Working Group：SWGs）で管理されているため、現

時点までの保健省レベルのカウンターパートによる本プロジェクトの管理への実質的関与は、

必要があった場合のコンサルテーションにとどまっている。 

ただし、母子保健センターの職員については例外で、戦略実施モニタリングの一環として、

県/郡レベルにおいて定期的な訪問指導を実施し、年2回の南部4県合同会議にも出席している。 

こうした中央と県以下のかかわりのなかで、中央側で計画された研修の実施を急に要請され、

そちらを優先しなければならなかったために、県の活動を一部をキャンセルしなければならな

いケースが何回かあった。 

 

２－２－４ 技術協力の方法 

技術協力の方法は適切で県や郡レベルのカウンターパートのニーズに対応したものであった

と判断される。プロジェクトの長期専門家はすべてパクセー市を拠点として毎週各県で業務に

従事し、双方のコミュニケーションは適時に技術的支援を提供するために十分であった。こう

した形で専門家が県保健局のカウンターパートと協働するやり方は、カウンターパートや開発

パートナーのインタビューのなかでも、好感をもって語られていた。  

 

２－２－５ セクターワイド調整  

プロジェクトは、県レベルの調整会議、4県合同会議、合同モニタリングなどを通じて保健セ

クター内に関与する開発パートナーと県保健局間の調整を促進し、その結果、単一の「計画」
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への支援の調和化が進み、カウンターパートのオーナーシップも醸成された。明確で包括的な

計画が存在することで、またそのなかに政府や開発パートナーによる資金援助がマッピングさ

れることで、開発パートナーにとっては母子保健プログラムに対する資金配分の合理的な判断

が容易となり、カウンターパートにとってはより良い資金配分の交渉が可能となった。また、

こうした開発パートナー間の調整プロセスのなかで、作業の重複を省くために有用な協議（例：

似通った活動に関する複数の報告のフォーマットの統合など）も行われている。しかしながら、

このプロセスがどの程度カウンターパートの作業量を軽減したか、という観点から見ると、進

展の度合いは極めて限定されている。現在においても、開発パートナーはそれぞれの支援プロ

グラムに対し、別々のレビュー会議やモニタリング訪問、財務報告を課している。 

本プロジェクトはまた、「保健セクター事業調整能力強化（フェーズ2）」（CDSWC-2）との密

な連携から、保健省内の政策にかかる動きや中央レベルの保健セクター調整の動きについてい

ち早く情報を入手することができた。こうした中央レベルの動きは、県レベルのカウンターパ

ートにとって自身の実施計画を微調整する際に貴重なものであり、こうした情報に基づいて県

保健局は保健省に対して適時かつ積極的に確認をとりつけることができたケースがあった。 

 

２－２－６ 促進・阻害要因 

プロジェクトの効果を得るにあたり、関係者によって促進・阻害要因として認識されている

点を以下に示す。これらの情報は、プロジェクトのカウンターパートや開発パートナーを対象

としたインタビューやグループ・ディスカッションのセッションを通じて中間レビューチーム

によって収集されたものである。 

    

（１）プロジェクト効果発現を促進した要因 

１）開発パートナーの「母子保健統合サービス戦略」への調和化への努力 

SBA開発計画に示された助産専門技能者育成のための研修や、「母子保健統合サービス

戦略」に示された活動（統合アウトリーチ、健康教育、訪問指導）の実施のために、多

くの開発パートナーが資金援助や技術支援を確約したこと。  

２）県/郡レベルで策定された「統合母子保健年間活動実施計画」は管理ツールとして長け

ていたこと。 

明示・共有された目標のもとに構成され、各施設や職員の分掌事項が明示され、合同

で母子保健サービスの活動実施モニタリングを実施したことで、母子保健プログラムに

対するオーナーシップや責任意識が醸成された。  

３）受診行動を啓発する仕掛けの存在 

世銀によるFree Service Program（母子保健サービス無償提供）、Conditional Cash Transfer

（妊産婦への条件付現金給付プログラム）、Health Equity Fund（貧困世帯向け健康保険基

金）に対する資金援助がいくつかの県で実施されていたこと。 

４）郡保健局に対する県保健局による定期的な運営管理面の助言（訪問指導）や、郡保健

局から保健センターへの指導 

これは郡や保健センターから有用であると高く評価された。 

５）4県合同会議の開催 

県保健局同士がお互いの経験を学びあえる場として、4県合同会議の機会があったこと。 



 

－23－ 

６）関係者による参加 

女性同盟、村落保健ボランティア、医療従事者が意欲的かつ熱心にかかわり、活動実

施を円滑にしたこと。 

 

（２）プロジェクト効果発現を阻害した要因 

１）保健人材 

a）特に保健センターレベルにおける職員数の不足、b）サービス提供レベルでの職員の

頻繁な交代及びサービス提供の成果を得る戦略的視点が不足している人事異動、c）母

子保健サービスを確信をもって提供するための知識・技術の不足、d）初級レベルの教

育を受けた職員による技術の改善及び保持の困難さ。 

２）健康・医療に関する人々の伝統的な考え方と基礎的な知識がないことが原因から起こ

る受診行動の不足 

３）統合母子保健サービスを提供するための資源の不足：活動実施資金の遅延、医薬品、

一部機材の欠如、人材の不足 

４）遠隔地のコミュニティによる保健施設・サービスへの限られたアクセス 

a）サービス利用に必要な機会コストの不足、b）交通手段の不便さなど、村落から保健

施設、保健施設から村落へ物理的にアクセスに困難を伴うこと（特に雨期） 

５）データ・報告の質 

要求される報告フォームの複雑さと数の多さ、及び記録・報告の重要性にかかる理解

の不足に起因する保健センター及び郡保健局によるデータの報告不備（遅延、未提出、

データの誤記入等） 

６）いくつかの村落との調整・協力体制の弱さに起因する入手可能データの限定と保健関

連イベントへの低い参加率 

 

２－３ 評価５項目の評価結果 

２－３－１ 妥当性 

本プロジェクトは、現時点においてもラオスの政策及び日本の援助方針に合致しており、タ

ーゲットグループのニーズにも沿っており、妥当性は高い。具体的な説明は以下のとおり。 

（１）プロジェクトの母性・新生児・小児死亡を減少させるという上位目標、及びサービス普

及率を改善させるというプロジェクト目標は、ラオスの「第7次国家社会経済開発計画

（NSEDP：The 7th National Socio-economic Development Plan; 2011-2015）及び「第7次保健セ

クター5カ年計画（The 7th National Five-Year Plan for the Health Sector; 2011-2015）」の内容に

合致している。 

（２）プロジェクト内容は日本の対ラオス政府開発援助の戦略である「対ラオス国援助戦略」

の6つの重点分野の1つである、保健サービスの改善に合致している。 

（３）ラオスにおいては、MMRが出生10万当たり580、U5MRが出生1,000当たり61と、いまだ極

めて高い水準にとどまっている。プロジェクト対象である南部4県においては、2011～2012

年における母性・新生児・小児保健サービスの普及率はいまだ低い状況である。 
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２－３－２ 有効性 

統合母子保健サービスの利用率改善をめざすプロジェクト介入の有効性を現時点で評価する

のは時期尚早である。プロジェクトの戦略は、ラオスの「母子保健統合サービス戦略」の3つの

柱に沿って構成されており、この3つの柱は、母性・小児死亡を減少させる相互に補完・補強し

合う介入の組み合わせとなっている。 

サービス利用率の指標はいまだ顕著な増加を示していないが、郡・保健センターレベルの施

設に訓練された保健医療従事者が配置され始め、またサービス提供を「試してもらう」ことを

組み合わせた健康教育イベントの定期開催によって母子保健サービスの需要を喚起することで、

コミュニティから良い反応を得始めている。特にサラワン、セコン、アタプー県においては、

保健施設への物理的なアクセスの難しさや、伝統的な分娩の方法に対する指向が根強いことな

ど、最初は困難が想定される。 

しかしながら、プロジェクトでは、村落への統合母子保健アウトリーチサービスの提供の準

備を進めており、セコンやアタプーは既に導入を開始しており、チャンパサックやサラワンで

も導入のための支援が計画されている。世銀によるアウトリーチサービスへの資金が県・郡・

保健センターに届けば、サービス利用率は徐々に改善するものと考えられる。 

プロジェクトが着実に統合母子保健サービスを普及するためには、①サービス・アウトプッ

トを上げる際の障壁を正確に示せるよう、定期モニタリングの機会により深い分析・追求を行

い、②こうした障壁を取り除くために、部署を越えた遅滞ないフォローアップを確実に実施し

ていくことが必要となろう。 

 

２－３－３ 効率性 

概してプロジェクトの効率性は良いといえる。プロジェクトによる投入は、実施者により適

切で適時になされたと見なされている。ただし、本中間レビュー時には、保健センターレベル

で機材が活用されているかどうかのチェックは実施できていない。OA機器、研修用機材、IEC

機材は、アウトプットを得るために活用されている。  

また、本プロジェクトは効率的な活動の実施に際して、いくつかの利点がある。これは、プ

ロジェクトの内容が国の「母子保健統合サービス戦略」に調和化しているためであり、その戦

略の下、策定されていた各種ガイドライン、実施手順書、訓練モジュールなどを活用して、プ

ロジェクト開始当時より実質的な活動に取りかかることができた。これと同時に、これらの技

術書類の取りまとめが遅れた際に、プロジェクトの活動にも影響がでた。調和化がもたらす効

率性に関するもう1つの利点として、「母子保健統合サービス戦略」の実施に対して、他ドナー

が約束・コミットした資金が既にあり、県保健局がこれを活用できたことである。 

プロジェクト自体も、南部4県において母子保健戦略を実施するにあたり、効率性を確保する

形で事業運営を行っている。 

（１）県レベルのカウンターパートと開発パートナーによれば、県保健局は母子保健プログラ

ムの運営や活動実施に際し、以前に比べてより系統的に手順よく進められるようになった。 

（２）プロジェクトの協力によって、県レベルの保健セクター調整が促進され、開発パートナ

ー間の支援の重複が回避され、県の活動実施計画の資金ギャップがある程度改善され、記

録フォームの統合が実施されるなどの成果が得られた。一方で、こうしたセクターワイド

調整の努力によって実際に県/郡保健局や開発パートナーの業務が軽減されたといえる裏付



 

－25－ 

けがあるとはいえない。 

（３）（首都ではなく）チャンパサック県のパクセー市にプロジェクト事務所を構えたことで、

プロジェクトは、入手可能な複数の開発パートナーによる支援・資源を県レベルで一元管

理・活用して成果を確保するという視点から県保健局を支援できた。例として次の2点が挙

げられる。 

・セコン、アタプー県において、導入が滞っていた統合アウトリーチ活動のルーチン化

に際し、国のガイドライン及び過去に訓練された人的資源を活用した。 

・同様の内容の訓練を同じ医療従事者に提供することを避けるため、チャンパサック県

において人材開発チームを設置し、過去の研修実績を整理したうえで、適切な人選が

実施されるよう促した。 

 

２－３－４ インパクト 

現時点で上位目標の達成見込みを判断するのは、時期尚早である。中間レビューの時点にお

いて、想定されていなかった効果として、以下の正・負の変化がカウンターパートによって観

察されている。 

（１）セコン及びアタプー県において、統合母子保健事業の計画及びモニタリングのプロセス

が県保健局の管理側に評価された結果、2年目には保健セクター全体の活動に広がったこと。

この動きは中央のSWGsによってグッド・プラクティスとされ、アタプー県のカウンターパ

ートが1）2012年6月19日、21日に開催されたルアンナムタ県、ウドムサイ県におけるオリ

エンテーション会議（ポンサリー県の参加者を含む）、及び2）2012年9月18日、中央のSWGs

（政策レベル）の会議に招へいされ、県の経験を共有した。 

（２）いくつかの郡において、妊産婦のパートナー（夫）に対して、「妊産婦のケアの仕方」に

関する健康教育を実施した結果、産前検診に夫が付き添って来るというケースが何件かあ

った（女性の地位が低い少数民族でも、こうしたポジティブの効果があったことは、医療

従事者にとって「想定外」であった）。 

（３）地域によっては、村落における保健関連の活動が多発した際に、村長や村落保健ボラン

ティアに重荷がかかり、協力関係を害しかねないというケースがあった。 

 

２－３－５ 自立発展性 

自立発展性の見込みを判断するのは時期尚早であるものの、本中間レビューの時点で自立発

展性を支える以下のプラスの要素が観察された。 

    

（１）政策面において、ミレニアム開発目標達成のための意欲が、国レベルだけでなく県・郡

レベルで確認できたこと。 

（２）技術面において、母子の健康促進のために肝要な技術研修モジュールが存在し〔例：包

括的・基礎的緊急母性産科新生児ケア（Comprehensive Emergency Maternal, Obstetric and 

Newborn Care：CeMONC/BeMONC）、母子保健基礎サービス研修（MNCH 1st level Core Service 

Modules）、産褥期のケア（Intra-Partum Care）、地域助産師育成（Community Midwifery）等

のモジュール〕、複数の開発パートナーがその訓練の支援意欲を示していること。 
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（３）本プロジェクト下で導入したサービス供給ポイントにおける健康教育イベントは、県・

郡の自己資金で賄えていること。 

    

上記に加え、自立発展性を促進する以下の方策がプロジェクトの計画に包含されていること

もプラスの要因となり得る。 

    

（４）指導者として、研修管理者や講師として、支援的訪問指導者として、県保健局が能力を

発揮し続けられるよう、県保健局の能力強化のために重点的な技術支援を実施しているこ

と。 

（５）プロジェクト終了後も統合母子保健プログラムの計画・実施モニタリング・評価やサー

ビス提供が継続するよう、システム・構造などの体制やルーチン・実践的な指示内容など

の制度面の整備に重点を置いていること。 

（６）プロジェクト専門家は、自立発展性を担保するために、技術・財政的支援を提供する際

に以下のような一定の基準を設けていること。 

・機材や実施ツールの策定などの初期投資は支援するが、将来的に継続して実施される活

動に対しては、資金援助は控え、今後政府予算で継続できる形にすること（例：健康教

育イベント、大衆組織との連携）。 

・ある活動項目において、本プロジェクトが単一の資金源にならないよう複数ドナーによ

る合同支援の形にすること（例：統合的アウトリーチ活動はUNICEF、JICA、CESVI、

WBによって支援されている）。 

・プロジェクト専門家やプロジェクト雇用のナショナル・スタッフが、カウンターパート

の仕事を代行しないようにすること。あくまで技術的な助言と奨励にとどめるようにす

ること。 

    

しかしながら、以下のように自立発展性を阻害しうる不確定な要素も散見された。 

    

（７）人的資源管理：ラオスでは、継続教育・訓練、昇進措置、新規雇用者受入れなど、医療

従事者のローテーションが毎年頻繁に行われている。したがって、新人や新しい職務につ

く職員が、そのポストの機能を果たすよう、継続的に訓練を提供することが必要となって

いる。時に、一定のサービス・アウトプットを得るために訓練を受けさせられた人材の戦

略的な配置という視点よりも、この経常的なローテーションが優先されることがある（例：

1年間の助産師訓練から戻ったスタッフが医療施設に配置されず、継続教育や助産師以外の

ポストに配置されていたケースが、本調査中数件確認された）。 

（８）統合母子保健年間活動実施計画は、優良な事業計画、実施モニタリング・ツールだけで

なく、南部4県に拠点を置く開発パートナーに対する資金確保のツールとしても活用された。

しかしながら、多くの割合を占めている中央レベルで配置された資金の情報は、計画策定

時に県/郡保健局が入手できていない。また、多くの開発パートナーは県レベルの計画に対

して直接支援をする形式に慣れていない。同時に、本計画は政府資金の獲得の手段となり

得ていない。こうした点に対処していくことが、継続的なPDCAサイクルの定着につながる

と考えられる。 
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２－４ 結論 

特に成果１、３については顕著な成果が現れており、着実に進捗している。今後、成果１に関

しては、管理運営面及び技術面からの訪問指導に重点を置いていく必要がある。成果２に関して

は、母子保健サービスのカバレッジをあげていくため、サービス提供者に対する支援、特に統合

サービスを提供するためのアウトリーチ活動の実施に関する支援が必要と思われる。成果３に関

しては、母子保健サービスの利用率向上のため、継続した健康教育イベントの実施と、保健セン

ターへの展開が望まれる。 

これまでの成果は、プロジェクト目標であるサービス受療率の向上（モニタリング指標の改善）

にはまだつながっていないが、今後の継続した支援により指標が改善することが期待される。 

 

２－５ 提言 

中間レビュー調査において、提言としてまとめた事項は以下のとおり。 

 

【県保健局に対する提言】 

 

（１）教訓やグッド・プラクティスをまとめていく。 

（２）研修を受けた人材にサービスアウトプットをもたらすことができるよう、人員配置計画を

見直す。 

（３）計画の実施及び活動のフォローアップを効果的に実行するために、データ管理・分析能力

を強化する。 

（４）統合サービス提供のためのアウトリーチ活動に対する経費が適切に運用されるよう、予算

管理担当者及び母子保健課に適切な指導を行う。 

（５）保健センター職員の負担（複数の報告書作成等）に対し、軽減方法をドナーとともに考案

する。 

（６）母子保健統合サービス計画策定を予算獲得につなげられるよう、計画策定プロセスを改善

する。 

 

【保健省に対する提言】 

 

（１）県保健局からのフィードバックを活用していく。 

（２）中央で策定された政策やプログラムの変更があった場合や活動計画について、県の年間活

動計画に反映できるよう、県保健局に余裕をもって知らせる。 

（３）HMISで収集するMNCH関連データ項目の見直しを行い、サービス提供者が使用しやすいフ

ォームを作成する。 

 

【開発パートナーに対する提言】 

（１）県の年間活動計画を尊重し、計画に沿った支援を行う。 

 

２－６ 教訓 

中間レビュー調査において、教訓としてまとめた事項は以下のとおり。    
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（１）年間活動実施計画の策定により、活動の目的、責任の所在が明確化し、共通のモニタリン

グ体制の構築により、県保健局及び郡保健局の主体性が醸成された。 

（２）年間活動実施計画は開発パートナーにも理解しやすく、県保健局の予算・支援獲得のため

のツールとして戦略的に利用できるものとなった。 

（３）南部4県で互いに経験や進捗を共有することで、各県の自信と意欲が促進された。 

（４）中央で策定された政策や戦略を実際の活動に落とし込むため、実務的な手順書の作成や順

を追った指導は、県・郡・コミュニティレベルに合わせた実際の活動実施にとって橋渡しと

なった。 
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第３章 今後の方向性・総括 
 

３－１ プロジェクトの今後の方向性 

これまでプロジェクト前半では、成果１（戦略目標１）の活動について大きく進捗しており、

今後はサービス提供によるアウトプットを導き出していくために、成果２（戦略目標２）や成果

３（戦略目標３）の活動に重点を置き、母子保健サービスのカバレッジ（受療率）を改善してい

くために郡レベル、保健センターレベルへの活動を展開していく必要がある。この活動の展開に

あたっては、これまで強化されてきた県保健局の管理能力やリーダーシップが土台となる。その

ため、継続して県保健局、郡保健局及び保健センターの事業管理能力やリーダーシップの強化を

図っていくことが求められる。 

    

成果１については、計画に基づいた活動のフォローアップを通じて、管理運営面及び技術面か

らの訪問指導やモニタリング活動に重点を置いていく必要がある。さらに、活動がより効果的・

効率的に実施されていくよう、確実にデータ収集を行い、収集されたデータを分析して次の計画

や活動実施に生かしていく能力を強化することが必要である。 

    

成果２については、サービス提供者の知識と技術の向上に資するよう、SBA開発計画で規定され

た研修や、統合サービスアウトリーチの促進のための研修を継続して実施、統合母子保健サービ

スの提供に向けた技術支援を強化する。さらに、研修の実施だけではなく、研修で学んだ成果が

サービス提供に還元されるよう研修を受けた人材活用のための人員配置、技術面での訪問指導に

よるフォローアップなどにも配慮する。 

    

成果３については、統合母子保健サービス提供促進のためのイベントベースの健康教育活動を

継続して実施、保健センターに拡大していくことで住民の活発な参加を促していくよう村落や地

域組織との協働体制を築いていく。この健康教育活動は、健康教育の実施だけでなく、母子保健

サービスも同時に提供することを戦略的に行っており、施設における統合母子保健サービスの導

入・促進に資するものである。訪問指導やモニタリングを通じて、健康教育活動の内容のみなら

ず、施設における統合母子保健サービスの質も高めていくような体制を強化していく。 

 

３－２ 団長総括 

既に調査結果で記載したとおり、成果レベルでは顕著な成果が現れており、本プロジェクトは

着実に進捗していると判断できる。現時点では、プロジェクト目標である「サービス受療率の向

上」について、指標自体の改善までは確認できなかったが、今後も継続して支援を行うことによ

り、プロジェクト終了時点ではプロジェクト目標の指標の改善がみられることを期待したい。 

今回の中間レビューでは、プロジェクト開始時に定量的指標を定めきれていなかったこともあ

り、PDMの見直しと指標の改訂も行った。もう少し早い段階で指標の検討をすべきとの意見もあ

ると思われるが、ラオスにおいて当該分野の正確なデータをとることが困難であることや、マネ

ジメントの改善を主体とした本プロジェクトの枠組みを考えると、この段階になったことはやむ

を得ないと感じる。中間段階とはなったが、専門家も参加して集中的にPDMの見直しと指標の検

討に関する議論を行ったこと、そのうえでラオス側関係者とも意思統一を図れたことは、関係者



 

－30－ 

が本プロジェクトの枠組みや到達点を再確認できた点で意義があったと思う。 

今後に向けた提言は評価レポートに記載したとおりであるが、特に年間計画策定を予算獲得に

つなげていく必要性を強調したい。中長期的な持続性を考えると、今後は、各県の計画策定など

の取り組みを開発パートナーの支援や政府予算の獲得につなげていくことが重要になってくる。

特に自立発展性を高める観点では、ラオス政府予算の財政措置につなげていくことが望まれ、JICA

ラオス事務所としても、「保健セクター事業調整能力強化フェーズ2」とともに関係省庁への働き

かけを行うなど、今後財政面への関与を強化していきたいと考える。 

本プロジェクトは、現場と政策を結びつけていく「母子保健改善プログラム」において、現場

発信の役割を大きく担っている。先にも触れた「保健セクター事業調整能力強化フェーズ2」と連

携して、保健システムとして強化していく方針である。本プロジェクトの実施を通して、政策に

フィードバックしていけるよう県・郡レベルでの経験を蓄積し、まとめて発信していくことが求

められている。 

本プロジェクトの終了時期は、ミレニアム開発目標（MDGs）の目標年と一致している。データ

の信頼性といった課題もありプロジェクトのアウトカムを定量的に示していくことは容易ではな

いが、2015年に向けてMDGs達成への貢献度合いを内外から問われる機会も増えてくると考えられ

る。今後は、そのような背景をより意識したうえで、より一層の対外発信を期待したい。 

 

３－３ 技術参与所感 

 

後半の活動を踏まえて 

国立国際医療研究センター国際医療協力局 

派遣協力第二課長 三好知明 

 

はじめに 

保健省アドバイザーとして赴任時（2003～2005年）に、全県・郡保健局を対象とする5年間の「現

地国内研修」として、戦略的マネジメントの紹介等を中心とするマネジメント研修を開始したが、

これは理論面、知識レベルにとどまるものであった。 

また、「保健セクター事業調整能力強化（フェーズ1、2）」（CDSWC）の計画時には、県レベル

での何らかのプログラム実施が不可欠であり、これをプロジェクト活動に組み込むことが考慮さ

れたが、現実には単一のプロジェクトで実施するにはあまりにも県の実情が不明確で、かつ能力

的にも大きな問題がありそうであったため、まずCDSWCは、中央レベルのみで始まった経緯があ

る。 

こうした過去の状況と比較して、その後、関係者の努力により時間はかかりながらも、実際に

国家母子保健戦略に基づき、県レベルで年次計画策定とその実施が、ドナー調整の下に作成され

るようになったことに大きな感慨を抱くものである。 

プロジェクトはその中間点を迎えているが、ほぼ順調な進行状況であり、後半の活動は基本的

には前半と同様の活動路線を進むことに異議はない。ただし、以下の点に留意が必要であると考

えられる。 
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（１）マネジメント支援のポイント 

本プロジェクトは明確にマネジメント支援であることを表明しているが、成果２、３に関

しては母子保健分野の技術的支援と明白に区別して活動できない側面があり、直接的な技術

的支援が期待されるように読みとれるため注意が必要である。 

マネジメントに主力を置いた介入により、どこまでプロジェクト目標であるcoverage（受療

率）の改善につながるか必ずしも明白ではないが、その他の関連要素、すなわちサービス提

供者側においてはavailability（人、施設、機材の配置や配備）、accessibility（地理的条件や保

険等）、utilization（施設、機材の稼働）、サービスのquality、加えて受療者側（知識や経済面等）

にも大きくかかわっており、これらは母子保健プログラム全体として政府または開発パート

ナー（DPs）によりかかわるほかはない。こうした事項を念頭において、計画実施とそのモニ

タリングにより、具体的事実からプロジェクトが直接介入できない部分も含めて、現場の課

題として中央やDPsに示していくことが必要である。 

マネジメント強化には時間がかかり、かつその成果を測りにくいことが多いが、マネジメ

ントの8原則14に立ち帰って年間計画をPDCAサイクルとしてのシステムととらえ、県ごとにそ

の適合性と有効性をチェックすることが重要である。県ごとの特異性はこうしたなかで、認

識され生かされると思われる。 

 

（２）郡レベル以下の活動 

今後は県レベルの計画は郡レベルに下ろされ、その実施は郡保健局や保健センターになる。

このレベルでは計画策定以外には、研修の実施、統合アウトリーチと健康教育活動が活動と

して挙げられている。ただし、これらはいずれも直接的な臨床技術介入ではなく、実施体制

や方法の開発などのマネジメント支援を通じてのものである。 

これらの活動に関しては特に活動後のフォローアップが併せて重要である。すなわち、研

修においては施設（定点レベル）におけるサービス提供のモニタリングが重要であり、これ

には研修習得事項実施の障害要因を分析することなどまで含まれる。統合サービスアウトリ

ーチ活動においても、その実施率のみならず実施時の課題を細かく分析、報告することが必

要である。健康教育に関しても住民への効果を見ていく必要がある。いずれの場合も特別な

プロジェクト活動としてではなく、日常業務に組み込まれたモニタリングとして、細かく観

察、指導するというシステムを習慣としてつくっていく必要がある。 

 

（３）自立発展への道程 

プロジェクトの限られた投入で効果を上げ、かつ自立発展性を得るためには、年間計画を

予算獲得や調整のためのツールとしてより意識し戦略的に活用する必要がある。より良い計

画策定とその実施が、県レベルのマネジメント能力の高さとして評価され、政府やDPsからの

予算やプロジェクト獲得につながるからである。 

これと平行して重要な戦略は中央との連携促進である。中央と県にそれぞれ求められる役

割がある。すなわち、中央は基本的な政策や方針の提示とその指導であり、県はその実施と

                                                        
14 （参考）品質マネジメント8原則（ISO9000規格制定委員会（TC176）） 

1．顧客重視、2．リーダーシップ、3．人々の参画、4．プロセスアプローチ、5．マネジメントへのシステムアプローチ、6．

継続的改善、7．意思決定への事実に基づくアプローチ、8．供給者との互恵関係 
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実施過程のモニタリング、報告である。それらをお互い認識しながら、プロジェクトは中央

のCDSWC（フェーズ2）とともに連携して活動を進める必要がある。この連携が有機的に働

く仕組みづくりは基本的には中央に求められるが、県側も単に受け身ではなく能動的に働く

ことが必要であり、課題は双方で認識し、協力して解決していくことが必要である。 

 

（４）活動の焦点化とプロジェクトメッセージ 

今後、残りの期間では投入量が格段に拡大するわけではないから、活動の焦点化が必要で

ある。第1にはこれまでも述べたように、モニタリングの強化、すなわちデータ収集、分析に

関する意識改革とそれに基づくシステムづくりである。データのもつ意味、それに対する観

察ポイント、そして指導と中央への報告、これらがある目的のために統合的に行われる必要

がある。まずは県レベルで現場におけるサービスの継続的な改善の考え方を導入し、場合に

よってはそのための小さなオペレーショナルリサーチ（KAIZEN活動）を現場レベルで行うこ

とも有効かもしれない。 

第2にはこれまで日本人専門家に頼っていた部分を、段階的にラオス側に移行することが並

行して行われる必要がある。これは今後、予想されるリーダー交代などプロジェクト体制の

変化に対応しながら行わねばならない。 

最後にプロジェクトメッセージの発信を期待する。そのためにこれまでの経験を整理する

とともに、その発信とそれを受け入れる中央とのメカニズムをつくることも加わる。 

 

最後に 

有効性の認められた複数の基本的介入のカバレッジを上げる（60％以上）ことにより、新生児

死亡や妊産婦死亡に対してインパクトを与えることが可能とされている。本プロジェクトにおい

ても、プロジェクト目標の指標が達成されることにより、上位目標に挙げられているような保健

指標改善が期待できる。近い将来、南部4県における本プロジェクトを中心とする総合的な取り組

みにより、これら4県の保健指標改善率が他と比べてより大きくなり、現在置かれている県別順位

において、ワースト1、2、4という位置から脱出することもカウンターパートを含めて秘めた目標

としたいところである。 

 

３－４ PDM ver.1の変更点（小川） 

PDMの主な変更点を、表３－１に示す。M/M協議時に策定されたPDM ver.0-1は、本中間レビュ

ー調査を通じて、以下の視点から変更された。 

（１）中間レビュー調査に至るまでの間、プロジェクトにおいて実際に実施した事項を反映させ

ること。 

（２）中間レビュー調査に基づき、今後の方向性として合意された事項を反映させること。 

    

表３－１に提示された項目のほか、活動についても上記の2つの視点から変更が加えられ、外部

条件の表現を適宜変更している（詳しくは付属資料１．PDM ver.1を参照のこと）。 
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表３－１ PDMの主な変更点 

 PDM ver. 0-1 
（M/M時点） 

PDM ver. 1 
（中間レビュー調査後） 

変更の理由 

上
位
目
標 

指標1： 【変更】  
対象4県の乳幼児（5歳未満児）
死亡率が2020年までにXX％
に達する。 

対象4県の乳幼児（5歳未満児）
死亡率が2015年までに55％に
達し、2020年まで維持される。
ベースライン値： 
チャンパサック 88％ 
サラワン    56％ 
セコン     59％ 
アタプー    91％ 
［LRHS 2005］ 
 

目標値、ベースライン、目標年

をそれぞれ挿入した。 

指標2： 【変更】  
助産専門技能者（SBA）によ
る分娩の割合が、対象4県で
2020年までにXX％に達する。 

対象4県の妊産婦死亡数が減
少傾向となる。 
 

妊産婦死亡比（MMR）は県別で
計算されておらず、代替指標で

ある「SBAttsによる介助分娩の

割合」の値はデータで取れない

ため、左の代替指標に変更した

（なお、医療従事者による介助

分娩の割合は有り⇒プロジェ

クト目標）。 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標 

指標：   
1. ANC（4 visits）受診数が対
象4県で2倍に増加する。 

2. 施設分娩数が対象4県で2倍
に増加する。 

3. 1歳未満児（9～11カ月）の
麻疹ワクチン接種率が対象

4県でXX％以上に達する。 

母子保健統合サービス戦略の

モニタリング指標のなかか

ら、以下の指標が2015年の目
標値に達する。 
1. 避妊普及率 
2. 妊婦健診受診率（1回、4回）
3. 妊婦への破傷風予防接種率
4. 妊婦への鉄剤配布率 
5. 施設分娩率 
6. 医療従事者介助分娩率 
7. 産後健診受診率（1週間、6
週間） 

8. 産後ビタミンA配布率 
9. 小児への予防接種率 
小児へのビタミンA、駆虫剤
配布率 
 

「母子保健統合サービス戦略」

の指標に合わせて変更した。 
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 PDM ver. 0-1 
（M/M時点） 

PDM ver. 1 
（中間レビュー調査後） 

変更の理由 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
１ 

アウトプット1（表現）： 【変更】  
県・郡保健局によってMNCH
事業が適切に運営管理され

る。 

県・郡保健局によって母子保

健事業が適切に運営管理され

る。 

「MNCH」をよりわかりやすい
「母子保健」に用語統一した

（英文はServiceをProgramと変
更した）。 
 

指標： 【変更】  
1-1. 県保健局は、年2回、XX％

以上の郡保健局を訪問指

導する。 
1-2. HCは、年4回、XX％以上

の対象村に対して、アウ

トリーチ活動を行う。 
1-3. MNCH事業に必要な機

材・医薬品を備えている

郡病院（全23病院）及び
保健センター（全144セン
ター）の割合が、対象4県
でXX％以上に達する。 

1-1. 県保健局は、最低年2回、
すべての郡保健局に対し

運営管理に関する訪問指

導を行う。 
1-2. 県/郡保健局は、最低年1

回、すべての保健施設に

対し母子保健サービスの

技術面からの訪問指導を

行う。 
1-3. 県の母子保健年間活動実

施計画の実施率が増加す

る。 
1-4. 県保健局は、最低年2回、

母子保健技術作業部会会

議を開催する。 
1-5. 90％以上の郡保健局が必

要な統計報告を期限まで

に完了させる。 

アウトプット1の今後の方向性
を反映させた形で変更した。 
旧1-1は、運営管理面と技術面両
方の訪問指導を別にモニタリ

ングすることが必要であるた

め、1-1と1-2に分けて記載した。
1-3及び1-4は、運営管理強化の
根幹であり、現時点までの確固

たる実績でもあり、これを確実

にとらえるよう追加した。 
旧1-2は、アウトリーチ活動の実
施を把握する指標として、アウ

トプット2に移動した。 
旧1-3は、プロジェクトの介入部
分とは合致しないため削除し

た。 
1-5は、プロジェクトで今後強化
するデータ管理の部分の成果

を把握するために追加した。 
 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
２ 

アウトプット2（表現）： 【変更】  
母子保健統合サービスに関す

る能力が向上する。 
 

母子保健統合サービスを提供

する能力が向上する。 
 

プロジェクトの実質の介入は

訓練のみにとどまらず、訓練結

果の活用までカバーするため、

その内容に合うよう表現を調

整した。 
 

指標： 【変更】  
2-1. 当該プロジェクトで計画

された研修コース（母子

保健基礎サービス研修、

母子保健統合アウトリー

チなど）のXX％以上が実
施される。 

 

2-1. 母子保健基礎サービス研
修（3モジュール）を受講
したスタッフが、1名以上
配置されている郡病院タ

イプB及び保健センター
の割合が、90％以上に維
持される。 

プロジェクトの役割がより反

映されるように変更した。すな

わち、多くの訓練は他の開発パ

ートナーによって資金援助さ

れるため、本プロジェクトでは

人材の管理及び訓練からサー

ビスの実践までのギャップを

埋める役割を担う。 
旧2-2は、マンパワー不足で調査
を実施することが困難である

ため削除した。 
 

2-2. 母子保健サービスの提供
に関して、保健医療スタ

ッフの態度や行動に望ま

しい変化が生じる。 

2-2. 最低年3回、統合アウトリ
ーチ活動を実施する保健

センターの数が増加す

る。 
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 PDM ver. 0-1 
（M/M時点） 

PDM ver. 1 
（中間レビュー調査後） 

変更の理由 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
３ 

アウトプット3（表現） 【変更】  
さまざまな組織と連携して、

母子保健事業のための住民啓

発が強化される。 

地域住民・組織との連携の下、

母子保健統合サービスの活用

が促進される。 

プロジェクトによる母子保健

サービス利用促進にかかる戦

略をより反映した表現に変更

した。 
 

指標：   
3-1. 地域住民の母子保健サー

ビスに対する知識、態度、

行動（KAP）が改善され
る。 

3-1. 県 /郡保健局が指定した
保健施設（県/郡病院及び
保健センター保健センタ

ー）のうち、最低年2回、
健康教育イベントを開催

する保健施設の割合が、

70％に達する。 

旧3-1はマンパワー不足で調査
を実施することが困難である

ため削除した。代替指標とし

て、左を追加した。 

外
部
条
件 

プロジェクト目標レベル： 【追加】  
なし。 母子保健に関する保健省の政

策・方針が大幅に変更されな

い。 

2015年以降の政府のEPI/MCH
統合にかかる政策が不明確で

あるため、追加した。 

アウトプットレベル： 【追加】  

なし。 十分な物資（とくにワクチン

や栄養補給関連物資）が、県

に供給される。 

特にワクチン供給に関して、

GAVI、ユニセフもしくは日本に
よって支援されるかどうかが

不明確となっているため、追加

した。 
活動レベル： 【追加】  

なし。 県及び郡レベルにおいて、統

合サービスアウトリーチ活動

のための実施費用が遅滞なく

利用できる。 

アウトリーチ活動の資金源に

関して、ユニセフから世銀への

移行が滞った例があり、外部条

件として新たに浮上したため、

追加した。 
活動レベル：   
県保健局MCH行政官を交えた
母子保健事業に関する定例会

が、保健省によって開催され

る。 
県保健局MCH行政官を対象と
して、MCH/EPI統合アウトリ
ーチに関する研修コースが、

保健省によって実施される。 

【削除】 アウトプット達成に必要ない

ことがわかったため削除した。

活動レベル： 【追加】  
なし。 SBA開発計画及び統合サービ

スアウトリーチ活動に関する

研修が、他の開発パートナー

の支援の下で実施される。 

プロジェクトはすべての研修

をカバーできず、また多くの開

発パートナーによる支援が既

に決定しているため、外部条件

として追加した。 
 

投
入 

母子保健センター建設 【削除】 本投入は、建設計画の変更に伴

う交渉が長引いており、時期的

にアウトプットの達成に貢献

しないため削除した。 
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３－５ プロジェクト運営上の留意点 

JICA母子保健改善プログラムにおける各案件の役割としては、中央での母子保健政策実施にか

かる調整やそのためのキャパシティ・ディベロップメントは「保健セクター事業調整能力強化フ

ェーズ２」で支援することとし、本プロジェクトでは、南部4県と中央との連携強化の取り組みと

して、中央で行われる母子保健関連会議に参加し、経験の共有をしていく、として整理している。 

本中間レビューの機会をとらえて、南部4県のラオス側からの発信を促進するために、提言とし

て、県保健局に対しては教訓やグッド・プラクティスをまとめていくこと、中央保健省に対して

は、県保健局からのフィードバックを活用していく、ということを確認した。 

具体的には、これまでと同様に、母子保健栄養作業部会や各種会議等を通じて、現場における

経験や教訓を積極的に中央保健省に発信していくことが考えられるが、今後は、発信された経験

や教訓を、中央保健省、特に母子保健センターが効果的に活用していけるような体制づくりが不

可欠である。中央での体制強化については、「保健セクター事業調整能力強化フェーズ２」の取り

組みとして、さらに検討していく必要がある。 
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